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は
じ
め
に

　
斎
王
と
は
伊
勢
神
宮
も
し
く
は
賀
茂
神
社
に
奉
仕
す
る
未
婚
の
内

親
王
ま
た
は
女
王
の
こ
と
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
斎
王
を
斎
宮
、
賀

茂
神
社
の
斎
王
を
斎
院
と
称
し
て
い
た
。
斎
宮
の
起
源
は
、『
日
本

書
紀
』
の
伊
勢
神
宮
の
創
始
伝
承
に
登
場
す
る
崇
神
天
皇
の
皇
女
豊

鍬
入
姫
命
、あ
る
い
は
垂
仁
天
皇
の
皇
女
倭
姫
命
に
求
め
ら
れ
る
が
、

制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
は
、
天
武
朝
の
大
来
皇
女
以
降
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
大
来
皇
女
か
ら
数
え
て
、
南
北
朝
初
頭
に
後
醍

醐
天
皇
の
代
の
祥
子
内
親
王
で
廃
絶
す
る
ま
で
の
お
よ
そ
六
六
〇
年

間
に
六
四
名
余
り
が
斎
宮
に
選
出
さ
れ
た
。『
延
喜
式
』
巻
第
五
「
斎

宮
式
」
に
よ
る
と
、
斎
宮
は
天
皇
の
即
位
初
め
に
卜
定
に
よ
っ
て
未

婚
の
内
親
王
の
中
か
ら
卜
定
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
宮
中
に
設
け
ら

れ
た
初
斎
院
で
約
一
年
間
、
宮
城
外
の
浄
野
に
造
ら
れ
た
野
宮
で
一

年
間
の
潔
斎
を
経
て
、
卜
定
よ
り
三
年
目
の
九
月
、
伊
勢
神
宮
の
神

嘗
祭
に
合
わ
せ
て
、
天
照
大
神
の
御
杖
代
（
１
）
と
し
て
伊
勢
に
発
遣
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
は
斎
宮
卜
定
に
遅
れ
が
生
じ
る
一
二
世
紀
後
半
ま
で

遵
守
さ
れ
て
お
り
、
平
安
期
を
通
じ
て
斎
宮
の
卜
定
は
天
皇
の
即
位

　
論
文

　
院
政
期
に
於
け
る
斎
王
選
考
の
問
題

　
　
　

長
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ド
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賀
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王
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定
　
斎
王
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考
　
　



－  8  －－  9  －

院
政
期
に
於
け
る
斎
王
選
考
の
問
題
（
長
塩
）

儀
礼
（
３
）

の
一
環
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

　
一
方
、
斎
院
は
弘
仁
元
（
八
一
〇
）
年
に
平
城
上
皇
と
の
間
に
起

こ
っ
た
薬
子
の
変
に
際
し
、
嵯
峨
天
皇
が
賀
茂
神
社
に
戦
勝
祈
願
の

た
め
、
斎
宮
に
倣
っ
て
娘
の
有
智
子
内
親
王
を
賀
茂
神
社
に
奉
仕
さ

せ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
制
度
で
あ
る
。
有
智
子
内
親
王
か
ら
順
徳

天
皇
の
代
の
斎
院
礼
子
内
親
王
ま
で
お
よ
そ
四
〇
〇
年
間
存
続
し
、

三
五
名
余
り
が
選
出
さ
れ
た
。
斎
院
は
『
延
喜
式
』
巻
第
六
、
神
祇

六
、「
斎
院
司
」
に
よ
る
と
、斎
宮
と
同
様
に
天
皇
が
即
位
し
た
の
ち
、

未
婚
の
内
親
王
（
女
王
）
の
中
か
ら
卜
定
さ
れ
、
宮
城
内
の
便
所
を

初
斎
院
と
し
て
三
年
潔
斎
に
務
め
、
三
年
目
の
四
月
上
旬
に
本
院
に

参
入
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
斎
院
に
は
斎
宮
の
よ
う
な
野
宮
に
相

当
す
る
も
の
が
な
く
、
斎
宮
よ
り
も
潔
斎
が
一
段
階
少
な
く
、
伊
勢

群
行
の
よ
う
な
発
遣
儀
礼
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
斎
院

は
斎
宮
の
よ
う
に
必
ず
し
も
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
交
替
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
３
）

。
三
五
名
の
う
ち
一
二
名
が
二
代
以
上
の
天

皇
の
斎
院
を
務
め
て
い
る
。『
柱
史
抄
』
下
に
、「
天
皇
践
祚
後
不
レ

可
レ

改
二

斎
王
一

之
由
。
被
告
二

‐
申
賀
茂
社
一
。
若
有
二

凶
事
親喪

幷
身

病
一

退
出
之
時
。
被
レ

申
二

其
旨
一
。」
と
あ
り
、
斎
院
を
改
め
な
い
由

を
茂
社
に
奉
告
を
行
え
ば
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
斎
院

は
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
の
関
連
は
崩
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
天
皇
の
即

位
初
め
に
交
替
す
る
斎
宮
と
の
大
き
な
相
違
点
と
い
え
よ
う
。
斎
院

の
お
も
な
役
割
は
、「
阿
礼
乎
止
女
」
と
し
て
賀
茂
神
社
や
賀
茂
祭

に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
斎
院
は
三
五
人
中
女
王
が
二
人

の
み
で
、
六
四
人
中
女
王
が
一
六
人
も
い
る
斎
宮
と
比
べ
、
内
親
王

の
率
が
高
か
っ
た
。
ま
た
一
六
人
の
女
王
斎
宮
の
う
ち
、
一
二
人
ま

で
が
八
世
紀
の
間
（
４
）

と
、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
一
世
紀
後
半
（
５
）

の
二
つ

の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
（
６
）

。
そ
の
後
院
政
が
始
ま
る
と
、
女
王
斎
宮

は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
斎
王
制
に
関
す
る
研
究
は
、
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
る

が
、
研
究
題
材
に
偏
り
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
①
伊
勢
神
宮
の
創

始
に
関
連
す
る
豊
鍬
入
姫
命
・
倭
姫
命
伝
承
の
研
究
（
７
）

、
②
斎
王
制
成

立
期
に
関
す
る
研
究
（
８
）
、
③
奈
良
末
期
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
の
光

仁
・
桓
武
天
皇
の
斎
王
制
再
編
期
に
関
わ
る
研
究
（
９
）

な
ど
、
お
も
に
平

安
前
期
ま
で
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
平
安
中

期
以
降
の
研
究
は
論
文
も
少
な
く
、
研
究
進
展
も
十
分
な
状
況
で
は

な
い
。
特
に
院
政
期
は
天
皇
制
の
過
渡
期
に
当
た
る
重
要
な
時
期
に

も
関
わ
ら
ず
、
斎
王
制
に
関
す
る
専
論
す
ら
な
く
、
研
究
が
進
ん
で

い
な
い
。
院
政
期
の
斎
王
に
関
わ
る
研
究
は
、
白
河
天
皇
皇
女
媞
子

内
親
王
に
始
ま
る
准
母
立
后
制）
（1
（

な
ど
で
間
接
的
に
触
れ
ら
れ
る
程
度

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
斎
宮
・
斎
院
経
験
者
が
未
婚
の
ま
ま
准

母
立
后
さ
れ
、女
院
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
関
係
の
指
摘
が
中
心
で
、

斎
王
制
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

中
で
野
村
育
代
氏
の
説
は
、
院
政
期
の
斎
王
制
を
考
察
す
る
上
で
重

要
な
指
摘
と
な
っ
て
い
る）
（（
（

。野
村
氏
は
、後
三
条
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
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て
摂
関
家
か
独
立
し
た
天
皇
家
は
、
家
父
長
で
あ
る
院=

治
天
の
君

の
も
と
に
独
自
の
家
産
を
院
の
下
に
集
積
し
、
一
個
の
中
世
権
門
と

し
て
自
立
し
た
存
在
と
な
っ
た
。
そ
し
て
天
皇
家
に
伝
領
さ
れ
る
家

産
を
管
理
相
続
す
る
の
が
、
郁
芳
門
院
に
始
ま
る
未
婚
の
ま
ま
立
后

し
た
女
院
で
、
未
婚
女
院
の
ほ
と
ん
ど
が
斎
宮
・
斎
院
の
経
験
者
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
こ
の
野
村
氏
の
説
を
受
け
、
榎
村
寛
之
氏
は
一
〇
世
紀
以
降
、
摂

関
家
を
筆
頭
と
す
る
貴
族
層
が
国
家
の
守
護
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮
を

軽
視
し
、
都
の
守
護
神
で
あ
る
賀
茂
神
社
を
重
視
す
る
傾
向
を
強
め

た
こ
と
。
そ
の
結
果
、
斎
宮
に
は
天
皇
と
の
血
縁
関
係
が
薄
い
女
王

な
ど
が
多
く
選
出
さ
れ
、
斎
院
に
は
天
皇
と
の
血
縁
関
係
の
濃
い
娘

や
同
母
姉
妹
な
ど
が
多
く
選
出
さ
れ
た
て
い
た
こ
と
。
と
こ
ろ
が
院

政
期
に
な
る
と
、
斎
宮
は
治
天
の
君
で
あ
る
院
と
の
関
係
が
重
視
さ

れ
、
院
を
家
父
長
と
す
る
天
皇
家
の
家
産
管
理
者
で
あ
る
、
未
婚
の

女
院
と
な
る
た
め
の
一
階
梯
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
家
と

し
て
の
天
皇
家
を
守
る
武
器
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）
（1
（

。
つ

ま
り
女
王
斎
宮
が
頻
発
し
た
摂
関
期
に
、
斎
宮
は
形
骸
化
・
相
対
的

地
位
の
低
下
が
進
み
、
存
亡
の
危
機
に
立
た
さ
れ
て
い
た
が
、
院
政

期
に
未
婚
女
院
を
形
成
す
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
の
手
段
と
し

て
復
活
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
果
た
し
て
院
政
期
に
斎
宮
は
未
婚
女
院
を
形
成
す
る
た
め

に
復
活
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
摂
関
期
は
斎
宮
制
の
衰
退

期
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
女
王
斎
宮
が
頻
発
し
た
時
期
（
円
融
～

後
一
条
）
に
は
斎
院
の
交
替
が
行
わ
れ
ず
、
選
子
内
親
王
が
五
代

五
七
年
間
に
わ
た
っ
て
斎
院
を
務
め
て
い
る
。
斎
宮
は
斎
院
と
異
な

り
必
ず
天
皇
の
代
替
わ
り
で
交
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
候
補
者

不
足
な
ど
が
原
因
で
女
王
が
選
ば
れ
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。
藤
原
道
長
・
頼
通
は
姻
戚
に
あ
た
る
嫥
子
女
王
の
斎
宮
儀
礼
に

積
極
的
に
関
与
し
て
お
り
、
斎
宮
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た）
（1
（

。
こ

の
こ
と
か
ら
も
斎
宮
が
冷
遇
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
媞

子
内
親
王
以
降
、
内
親
王
が
未
婚
の
ま
ま
准
母
立
后
さ
れ
た
事
例
は

全
部
で
八
例）
（1
（

存
在
し
、
そ
の
う
ち
六
例
が
斎
宮
・
斎
院
経
験
者
で
あ

る
。
こ
の
間
、
卜
定
さ
れ
た
斎
宮
は
二
一
名
、
斎
院
は
一
二
名
も
い

る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
退
下
後
に
何
も
厚
遇
を
受
け
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
わ
ず
か
な
例
を
取
り
上
げ
て
、
斎
宮
が
未
婚
女
院
と
な

る
た
め
の
階
梯
と
し
て
機
能
し
た
と
は
言
い
難
い
。

　『
延
喜
式
』
に
は
、
斎
宮
・
斎
院
が
皇
親
女
子
の
中
か
ら
卜
定
さ

れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
人
選
は
そ
の
時
々
の

皇
親
の
あ
り
方
に
連
動
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
天
皇
が
す
べ
て
成

人
で
あ
っ
た
九
世
紀
前
半
を
通
し
て
、
斎
宮
及
び
斎
院
に
は
今
上
の

娘
が
選
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
九
歳
の
幼
帝
清
和
天
皇
が
登
場
す

る
と
様
相
が
一
変
す
る
。
こ
れ
以
後
、
幼
帝
が
多
く
出
現
す
る
よ
う

に
な
り
、
即
位
時
点
に
お
い
て
娘
が
誕
生
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
続

出
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
斎
宮
・
斎
院
候
補
者
は
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今
上
の
姉
妹
以
下
の
皇
親
女
子
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら

に
一
〇
世
紀
中
葉
以
降
に
は
、
皇
子
女
の
出
生
率
低
下
に
伴
い
斎
宮

に
女
王
、
一
方
の
斎
院
は
交
替
を
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
増
加
す
る
。

こ
の
こ
と
は
女
王
が
候
補
者
不
足
の
際
に
斎
王
制
を
円
滑
に
維
持
す

る
た
め
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
も
い
え
る
。
と
こ
ろ

が
院
政
期
以
降
に
な
る
と
、
女
王
が
斎
王
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
が
な

く
な
る
。
院
政
期
は
摂
関
期
同
様
、
幼
帝
の
時
代
で
あ
る
。
極
め
て

少
例
で
あ
る
准
母
立
后
制
の
出
現
の
み
で
は
、
人
選
の
変
化
は
説
明

で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
変
化
は
斎
宮
の
復
活
で
は
な
く
、

皇
親
の
あ
り
方
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
い
ま
だ
実
態
解
明
の
研
究
が
進
捗
し
て
い
な

い
、
院
政
期
の
斎
王
制
に
つ
い
て
、
お
も
に
斎
王
の
選
考
を
中
心
に

考
察
し
た
い
と
思
う
。
院
政
の
出
現
が
斎
王
制
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
か
。
院
政
期
は
先
行
研
究
の
指
摘
ど
お
り
、
斎
宮
の

復
活
期
で
あ
る
の
か
。
ま
た
女
王
斎
王
が
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た

要
因
は
何
で
あ
る
の
か
。
以
上
の
こ
と
に
留
意
し
て
、
院
政
期
に
お

け
る
斎
王
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
明
確
に
し
た
い
と
思
う
。

一
、
女
王
斎
王
の
終
焉

１
　
白
河
朝
の
斎
王
卜
定

　
延
久
四
（
一
〇
七
二
）
年
一
二
月
八
日
、
後
三
条
天
皇
の
譲
位
を

受
け
て
白
河
天
皇
が
即
位
し
た
。
翌
年
二
月
一
六
日
に
は
淳
子
女
王

が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
。
淳
子
女
王
は
敦
賢
親
王
の
王
女
で
、
敦
賢

親
王
は
小
一
条
院
敦
明
親
王
（
三
条
天
皇
第
一
皇
子
）
の
子
で
あ
る

の
で
、
三
条
天
皇
の
曾
孫
に
あ
た
る
。
今
ま
で
に
も
数
多
く
の
女
王

が
斎
宮
に
選
出
さ
れ
た
が
、
す
べ
て
二
世
女
王
（
皇
孫
）
で
あ
り
、

三
世
女
王
（
皇
曾
孫
）
が
選
ば
れ
た
前
例
は
な
く
、
極
め
て
異
例
の

人
選
で
あ
っ
た）
（1
（

。
即
位
当
時
の
白
河
天
皇
は
二
〇
歳
と
年
若
く
、
娘

が
ま
だ
誕
生
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
必
然
的
に
姉
妹
以
下
の

皇
親
女
子
の
中
か
ら
斎
宮
・
斎
院
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
白
河
天
皇
に
は
同
母
姉
妹
の
聡
子
内
親
王
（
二
四
歳
）・
篤
子

内
親
王
（
一
四
歳
）
が
い
た
が
、
斎
宮
に
選
ば
れ
た
の
は
再
従
姉
妹）
（1
（

の
淳
子
女
王
で
あ
っ
た
。
一
方
、
斎
院
に
は
斎
宮
卜
定
か
ら
一
ヶ
月

遅
れ
で
同
母
妹
篤
子
内
親
王
を
選
ん
で
い
る
。
血
縁
関
係
だ
け
に
注

目
し
て
み
る
と
、斎
宮
を
軽
視
し
た
人
選
を
行
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
白
河
天
皇
の
父
後
三
条
天
皇
は
斎
宮
に
第
二
皇
女
俊
子
内
親

王
、
斎
院
に
第
三
皇
女
佳
子
内
親
王
を
選
ん
で
い
る
。
そ
の
子
で
あ

る
白
河
天
皇
が
斎
宮
を
軽
視
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
そ
こ
で
白

河
朝
に
お
け
る
斎
王
選
考
の
背
景
を
検
証
し
た
い
と
思
う
。
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後
三
条
上
皇
は
譲
位
か
ら
約
四
ヶ
月
後
の
延
久
五
（
一
〇
七
三
）

年
五
月
七
日
、長
年
患
っ
て
い
た
糖
尿
病
の
悪
化
に
よ
り
崩
御
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
後
三
条
天
皇
が
在
位
僅
か
四
年
半
で
譲
位
し
た
有

力
な
説
の
一
つ
に
、
疾
病
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
後
三
条
上

皇
の
体
調
に
考
慮
し
、
万
が
一
の
事
態
に
備
え
て
後
三
条
上
皇
の
皇

女
た
ち
を
斎
宮
候
補
か
ら
除
外
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
何
故
な
ら
『
延
喜
式
』
巻
五
、
神
祇
五
、「
斎
宮
」
斎
王
相
代

条
に
、凡

齋
王
相
代
應
レ

歸
京
者
。
遣
レ

使
奉
レ

弊
亦
レ

初
。
若
遭
二

國
哀

及
親
喪
一
者
。
遣
二
中
臣
一
人
一
告
二
其
状
一
。
不
レ
奉
二
幣
帛
一
。

と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
斎
宮
は
父
母
の
喪
に
遭
う
と
交
代
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
斎
宮
は
天
皇
の
即
位
ご
と
に
必
ず
改
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
斎
宮
卜
定
は
天
皇
の
即
位
儀
礼
の
一
環
と

し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
。
斎
宮
制
は
天
皇
制
と
対
応
関
係
に
あ
り
、

基
本
的
に
は
天
皇
一
代
に
つ
き
一
人
の
斎
宮
が
理
想
的
と
さ
れ
て
い

る）
（1
（

。
ま
た
斎
宮
が
伊
勢
に
発
遣
さ
れ
る
際
、『
江
家
次
第
』
巻
第

一
二
、
神
事
、「
伊
勢
群
行
」
に
「
天
皇
以
レ

櫛
刺
二

加
其
額
一

勅
、

京
乃
方
仁
趣
〔
赴
〕

支
不奈
、」
と
あ
る
と
お
り
、
天
皇
は
斎
宮
の
帰
京
を
望
ま

な
い
こ
と
を
伝
え
、
自
身
の
御
代
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
卜
定
直
後
に
凶
事
で
退
下
す
る
こ
と
は
好
ま
し

く
な
い
。
当
然
そ
の
人
選
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
短
期
間

で
の
交
替
の
危
険
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、
斎
宮
に
は
白
河
天
皇
の

オ
バ
も
し
く
は
従
姉
妹
以
下
の
血
縁
者
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　
一
方
、
斎
院
の
人
選
は
難
航
し
た
よ
う
で
あ
る
。
白
河
天
皇
の
治

世
初
め
に
行
わ
れ
た
斎
院
卜
定
は
、
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
は
関
係
の

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
白
河
天
皇
の
即
位
以
前
の
延
久
四
年
七
月
六

日
に
斎
院
佳
子
内
親
王
が
疾
病
に
よ
っ
て
退
下
し
た
た
め
、
後
任
斎

院
を
選
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
。『
栄
花
物
語
』（
巻
三
八
　
松
の
下
枝
）

に
は
、
こ
の
時
の
斎
院
交
替
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。

今
の
斎
院
も
、
わ
づ
ら
は
せ
給
て
、
下
り
さ
せ
給
ぬ
れ
ば
、
女

院
に
お
は
し
ま
し
つ
る
四
宮
居
さ
せ
給
ぬ
。
高
倉
殿
の
宮
、
斎

院
に
ゐ
さ
せ
給
ふ
べ
し
な
ど
い
ふ
事
あ
り
て
、
今
さ
ら
に
と
や

思
し
け
ん
、
尼
に
な
ら
せ
給
ふ
と
て
、
十
二
月
の
八
日
、
戒
受

け
さ
せ
給
ふ
と
の
ゝ
し
れ
ど

　
今
の
斎
院
（
＝
後
三
条
天
皇
第
三
皇
女
佳
子
内
親
王
）
が
病
に
よ

り
退
下
し
た
後
、
高
倉
の
宮
（
＝
後
朱
雀
天
皇
第
三
皇
女
祐
子
内
親

王
）
が
斎
院
候
補
に
ほ
ぼ
内
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

祐
子
内
親
王
は
「
今
さ
ら
に
」
と
斎
院
卜
定
を
固
辞
し
て
出
家
し
て

し
ま
っ
た
た
め
、
否
応
な
し
に
四
宮
（
＝
後
三
条
天
皇
第
四
皇
女
篤

子
内
親
王
）
が
斎
院
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
前
斎
院
の
退
下
か
ら

実
に
八
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
死
を
絡
ま
な
い
退
下
で
後
任
斎
院

の
決
定
が
こ
れ
ほ
ど
遅
く
な
る
事
例
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
ま
た

斎
宮
・
斎
院
の
卜
定
を
同
時
期
に
実
施
す
る
場
合
、
同
日
卜
定
も
し
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院
政
期
に
於
け
る
斎
王
選
考
の
問
題
（
長
塩
）

表
１
 
平
安
期
以
降
に
於
け
る
斎
宮
・
斎
院
の
卜
定
と
退
下
の
時
期
 

天
皇
 

斎
宮

卜
定
 

年
齢

退
下
 

退
下
理
由

斎
院

卜
定
 

年
齢

退
下
 

退
下
理
由

桓
武
 

朝
原

延
暦
元
（
782）・

8・
1 

４
 

延
暦

15（
796）・

2・
15

以
前
 

不
明
 

 

布
勢

延
暦

16（
797）・

４
・
18 

 
大
同
元
(806)・

3・
7 

父
帝
崩
御

平
城
 

大
原

大
同
元
（
806）・

11・
13 

 
大
同

4（
809）・

4・
1 

父
帝
譲
位

嵯
峨
 

仁
子

大
同

4（
809）・

8・
11 

 
弘
仁

14（
823）・

４
・
16 

父
帝
譲
位

有
智
子

弘
仁
元
（
810）・

9 
４
 

天
長

8（
831）

 
老

衰
の

た
め

淳
和
 

氏
子

弘
仁

14（
823）・

6・
3 

 
天
長

4（
827）・

2・
26 

疾
病
 

宜
子

天
長

5（
828）・

2・
12 

 
天
長

10（
833）・

2・
28 

当
帝
譲
位

※
時
子

天
長

8（
831）・

12・
8 

 
天
長

10（
833）・

2・
28 

当
帝
譲
位

仁
明
 

久
子

天
長

10（
833）・

3・
26 

 
嘉
祥

3（
850）・

3・
21 

父
帝
崩
御

高
子

天
長

10（
833）・

3・
26 

 
嘉
祥

3（
850）・

3・
21 

当
帝
譲
位

文
徳
 

晏
子

嘉
祥

3（
850）・

7・
9 

 
天
安

2（
858）・

8・
27 

父
帝
崩
御

慧
子

嘉
祥

3（
850）・

7・
9 

 
天
安
元
（
857）・

2・
28 

母
の

過
失
？

述
子

天
安
元
（
857）・

2・
28 

 
天
安

2（
858）・

8・
27 

父
帝
崩
御

清
和
 

恬
子

貞
観
元
（
859）・

10・
5 

12？
貞
観

18（
876）・

11・
29 

当
帝
譲
位

儀
子

貞
観
元
（
859）・

10・
5 

 
貞
観

18（
876）・

10・
5 

疾
病
 

陽
成
 

識
子

元
慶
元
（
877）・

2・
17 

4 
元
慶

4（
880）・

12・
４
 

父
上

皇
崩
御

敦
子

元
慶
元
（
877）・

2・
17 

 
元
慶

4（
880）・

12・
4 

父
上

皇
崩
御

掲
子

元
慶

6（
882）・

2・
17 

 
元
慶

8（
884）・

2」・
４
 

当
帝
譲
位

※
穆
子

元
慶

6（
882）・

4・
9 

 
仁
和

3（
887）・

8・
26 

父
帝
崩
御

光
孝
 

繁
子

元
慶

8（
884）・

3・
22 

 
仁
和

3（
887）・

8・
26 

父
帝
崩
御

宇
多
 

元
子

寛
平
元
（
889）・

2・
16 

 
寛
平

9（
897）・

3 
当
帝
譲
位

直
子

寛
平
元
（
882）・

10・
8 

 
寛
平

4（
892）・

12・
1 

死
去
 

君
子

寛
平

5（
893）・

3・
14 

4？
延
長

2（
902）・

8・
4 

死
去
 

 

醍
醐
 

 

柔
子

 

寛
平

9（
897）・

8・
13 

 

7？

 

延
長

8（
930）・

9・
22 

 

 

当
帝
譲
位

恭
子

延
喜

3（
903）・

2・
19 

2 
延
喜

15（
915）・

5・
4 

母
死
去
 

宣
子

延
喜

15（
915）・

7・
19 

14 
延
喜

20（
920）・

6・
8 

疾
病
 

韶
子

延
喜

21（
921）・

2・
25 

4 
延
長

8（
930）・

9・
29 

父
上

皇
崩
御

 

朱
雀
 

雅
子

承
平
元
（
931）・

12・
25 

22 
承
平

6（
936）・

3・
7 

母
死
去
 

  

婉
子

  

承
平
元
（
931）・

12・
25 

 

 

28 

  

康
保

4（
967）・

5・
25 

  

当
帝
崩
御

斉
子

承
平

6（
936）・

3・
7
以
降
 

16 
承
平

6（
936）・

5・
11 

死
去
 

徽
子

承
平

6（
936）・

9・
12 

8 
元
慶

8（
945）・

8・
13 

母
死
去
 

 

村
上
 

英
子

天
慶

9（
946）・

5・
27 

26 
天
慶

9（
946）・

9・
16 

死
去
 

悦
子

天
暦
元
（
947）

2・
26 

5 
天
暦

8（
954）・

9・
14 

父
親

王
死
去

楽
子

天
暦

9（
955）・

7・
17 

4 
康
保

4（
967）・

5・
25 

父
帝
崩
御
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冷
泉
 

輔
子

安
和
元
（
968）・

7・
1 

16 
安
和

2（
969）・

11・
4 

当
帝
譲
位

尊
子

安
和
元
（
968）・

7・
1 

3 
天
延

3（
975）・

4・
3 

母
死
去
 

円
融
 

隆
子

安
和

2（
969）・

11・
16 

 
天
延

2（
974）・

閏
10・

17 
死
去
 

規
子

天
延

3（
975）・

2・
27 

27 
永
観

2（
984）・

8・
27 

当
帝
譲
位

  選
子

  天
延

3（
975）・

6・
25 

  12 

  

長
元

4（
1031）・

9・
22 

  

疾
病
 

花
山
 

済
子

永
観

2（
984）・

11・
4 

 
寛
和

2（
986）・

6・
22 

密
通
 

一
条
 

恭
子

寛
和

2（
986）・

8・
8 

3 
寛
弘

7（
1010）・

11・
7 

父
親

王
死
去

三
条
 

当
子

長
和
元
（
1012）・

12・
4 

12 
長
和

5（
1016）・

1・
29 

父
帝
譲
位

後
一
条
 

嫥
子

長
和

5（
1016）・

2・
19 

12 
長
元

9（
1036）・

4・
17 

当
帝
譲
位

馨
子

長
元

4（
1031）・

12・
16 

3 
長
元

9（
1036）・

4・
17 

父
帝
崩
御

後
朱
雀
 

良
子

長
元

9（
1036）・

11・
28 

8 
寛
徳

2（
1045）

1・
16 

父
帝
譲
位

娟
子

長
元

9（
1036）・

11・
28 

5 
寛
徳

2（
1045）・

1・
18 

父
上

皇
崩
御

後
冷
泉
 

嘉
子

永
承
元
（
1046）・

3・
10 

 
永
承

6（
1051）・

1・
8 

父
親

王
死
去

禖
子

永
承
元
（
1046）・

3・
24 

8 
康
平
元
（
1058）・

4・
3 

疾
病
 

敬
子

永
承

6（
1051）・

10・
7 

 
治
暦

4（
1068）・

4・
19 

当
帝
崩
御

正
子

康
平
元
（
1058）・

6・
27 

14 
延
久
元
（
1069）・

7・
24 

疾
病
 

後
三
条
 

俊
子

延
久
元
（
1069）・

2・
9 

14 
延
久

4（
1072）・

12・
8 

父
帝
譲
位

佳
子

延
久
元
（
1069）・

10・
28 

13 
延
久

4（
1072）・

7・
6 

疾
病
 

白
河
 

淳
子

延
久

5（
1073）・

2・
16 

 
承
保
元
（
1077）・

8・
17 

父
親

王
死
去

篤
子

延
久

5（
1073）・

3・
11 

11 
延
久

5（
1073）・

5・
7 

父
上

皇
崩
御

媞
子

承
暦

2（
1078）・

8・
2 

3 
応
徳
元
（
1084）・

9・
22 

母
死
去
 

斉
子

承
保
元
（
1074）・

12・
8 

 
寛
治

3（
1089）・

4・
12 

母
死
去
 

 

堀
河
 

 

善
子

 

寛
治
元
（
1087）・

2・
11 

 11 

 

嘉
承

2（
1107）・

7・
19 

 

当
帝
崩
御

令
子

寛
治

3（
1089）・

6・
28 

12 
康
和
元
（
1099）・

6・
20 

疾
病
 

禛
子

康
和
元
（
1099）・

10・
20 

19 
嘉
承

2（
1107）・

7・
19 

疾
病
 

鳥
羽
 

姰
子

天
仁
元
（
1108）・

10・
28 

15 
保
安

4（
1123）・

1・
28 

当
帝
譲
位

官
子

天
仁
元
（
1108）・

11・
8 

19 
保
安
４
（
1123）・

1・
28 

当
帝
譲
位

 

崇
徳
 

 

守
子

 

保
安

4（
1123）・

6・
9 

 13 

 

永
治
元
（
1141）・

12・
7 

 

当
帝
譲
位

悰
子

保
安

4（
1123）・

8・
28 

25 
大
治
元
（
1126）・

7・
25 

母
死
去
 

統
子

大
治

2（
1127）・

4・
6 

2 
長
承
元
（
1132）・

6・
29 

疾
病
 

禧
子

長
承
元
（
1132）・

11・
25 

11 
長
承

2（
1233）・

9・
2 

疾
病
 

 怡
子

 

長
承

2（
1133）・

12・
21 

 
 

平
治
元
（
1159）・

閏
5・

19 

 

疾
病
 

近
衛
 

妍
子

康
治
元
（
1142）・

2・
26 

 
久
安

6（
1150）・

5・
10 

疾
病
 

喜
子

仁
平
元
（
1151）・

3・
2 

 
久
寿

2（
1155）・

7・
23 

当
帝
譲
位

後
白
河
 

亮
子

保
元
元
（
1156）・

4・
19 

10 
保
元

3（
1158）・

8・
11 

父
帝
譲
位
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二
条
 

好
子

保
元

3（
1158）・

12・
25 

11 
永
万
元
（
1165）・

6・
25 

当
帝
譲
位

六
条
 

休
子

仁
安
元
（
1166）・

12・
8 

10 
仁
安

3（
1168）・

2・
19 

当
帝
譲
位

式
子 

平
治
元
（
1159）・

10・
25 

11  

嘉
応
元
（
1169）・

7・
26 

疾
病
 

 

高
倉
 

 

惇
子

 

仁
安

3（
1168）・

8・
27 

 11 

 

承
安

2（
1172）・

5・
3 

 

死
去
 

僐
子

嘉
応
元
（
1169）・

10・
20 

11 
承
安
元
（
1171）・

2・
22 

疾
病
 

頌
子

承
安
元
（
1171）・

6・
28 

27 
承
安
元
（
1171）・

8・
14 

疾
病
 

功
子

治
承
元
（
1177）

10・
28 

2 
治
承

3（
1179）・

1・
11 

母
死
去
 

範
子

治
承

2（
1178）・

6・
27 

2 
養
和
元
（
1181）・

1・
14 

父
上

皇
崩
御

安
徳
 

不
在
 

後
鳥
羽
 

潔
子

文
治
元
（
1185）・

11・
15 

7 
建
久

9（
1198）・

1・
11 

当
帝
譲
位

不
在
 

 

土
御
門
 

粛
子

正
治
元
（
1199）・

12・
24 

4 
承
元

4（
1210）・

11・
25 

当
帝
譲
位

礼
子

元
久
元
（
1204）・

6・
23 

5 
建
暦

2（
1212）・

9・
5 

疾
病
 

順
徳
 

煕
子

建
保

3（
1215）・

3・
14 

11 
承
久

3（
1221）・

4・
20 

当
帝
譲
位

忠
恭
 

不
在
 

 

後
堀
河
 

利
子

嘉
禄

2（
1226）・

11・
26 

30 
貞
永
元
（
1232）・

10・
4 

当
帝
譲
位

四
条
 

昱
子

嘉
承

3（
1237）・

11・
24 

7 
仁
治

3（
1242）・

1・
9 

当
帝
崩
御

後
嵯
峨
 

曦
子

寛
元

2（
1244）・

12・
16 

21 
寛
元

4（
1246）・

1・
29 

当
帝
譲
位

後
深
草
 

不
在
 

亀
山
 

愷
子

弘
長

2（
1262）・

12・
4 

14 
文
永

9（
1272）・

2・
17 

父
上

皇
崩
御

後
宇
多
 

 

不
在
 

伏
見
 

後
伏
見
 

二
条
 

弉
子

徳
治
元
（
1306）・

12・
22 

20 
延
慶
元
（
1308）・

8・
25 

当
帝
崩
御

花
園
 

不
在
 

後
醍
醐
 

懽
子

元
徳

2（
1330）・

12・
19 

16 
元
徳

3（
1331）

冬
 

父
帝
廃
位

光
厳
 

不
在
 

後
醍
醐
 

祥
子

正
慶

2（
1333）・

12・
28 

 
不
明
 

兵
乱
 

 

＊
印
＝
先
帝
が
譲
位
後
す
ぐ
に
死
去
し
た
ケ
ー
ス
。
女
王
＝
ゴ
シ
ッ
ク
体
。
※
印
＝
卜
定
時
は
女
王
、
後
日
内
親
王
宣
下
。
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く
は
斎
宮
卜
定
を
先
行
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
父
清
和

上
皇
の
崩
御）
（1
（

に
伴
い
斎
宮
・
斎
院
を
交
替
し
た
陽
成
朝
、
阿
衡
の
紛

議
の
影
響
で
政
権
運
営
が
不
安
定
化
し
た
宇
多
朝
は
例
外
と
し
て
、

摂
関
期
ま
で
に
お
い
て
斎
宮
と
斎
院
の
卜
定
期
間
が
一
ヶ
月
近
く
も

空
く
こ
と
は
違
例
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
篤
子
内
親
王
は
斎
院
に
決

ま
り
か
け
て
い
た
祐
子
内
親
王
が
出
家
を
し
て
拒
み
、
他
に
適
当
な

内
親
王
が
存
在
し
な
い
た
め
紆
余
曲
折
を
経
て
選
出
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
ま
た
女
王
の
選
定
が
多
く
見
ら
れ
た
斎
宮
と
異
な
り
、
斎
院
は
内

親
王
が
卜
定
さ
れ
る
こ
と
が
慣
例
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
源

氏
物
語
』（
賢
木
の
巻
）
に
は
、
朝
顔
の
姫
君
が
斎
院
に
選
ば
れ
た

時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

斎
院
は
、
御
服
に
て
下
り
ゐ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
朝
顔
の
姫
君
、

替
は
り
に
ゐ
た
ま
ひ
に
き
。
賀
茂
の
い
つ
き
に
は
、
孫
王
の
ゐ

た
ま
ふ
例
、
多
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ど
、
さ
る
べ
き
女
御
子
や

お
は
せ
ざ
り
け
ん
。

　
斎
院
は
女
三
宮
が
桐
壷
院
の
喪
に
よ
っ
て
退
下
し
、
朝
顔
の
姫
君

に
交
替
し
た
。
賀
茂
斎
院
に
は
孫
王
が
な
る
の
は
珍
し
い
例
で
あ
る

が
、
他
に
適
当
な
内
親
王
が
い
な
い
た
め
に
な
っ
た
と
あ
る
。『
源

氏
物
語
』
の
記
述
か
ら
、
少
な
く
と
も
紫
式
部
が
生
き
た
一
〇
世
紀

後
半
か
ら
一
一
世
紀
初
頭
の
貴
族
た
ち
は
、
斎
院
に
は
内
親
王
を
選

ぶ
べ
き
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
が
え
る
。
当
初
は
リ
ス
ク

を
避
け
、
病
の
状
況
が
芳
し
く
な
い
後
三
条
天
皇
の
皇
女
以
外
か
ら

斎
院
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
最
有
力
候
補
に
目
さ
れ
て
い
た

祐
子
内
親
王
が
辞
退
し
、
他
に
相
応
し
い
内
親
王
が
い
な
い
た
め
、

否
応
な
く
篤
子
内
親
王
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
斎
院
は
斎
宮
と

異
な
り
天
皇
と
の
対
応
関
係
が
早
く
か
ら
崩
れ
て
い
た
の
で
、
斎
宮

ほ
ど
神
経
質
な
選
考
を
行
う
必
要
が
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
ろ
斎
院
も
当
初
は
後
三
条
上
皇
の
皇
女
を
選
ぶ
つ
も
り
は

な
か
っ
た
。
斎
宮
よ
り
一
ヶ
月
遅
れ
の
卜
定
は
、
斎
院
の
候
補
者
の

選
考
が
難
航
し
た
た
め
と
い
え
よ
う
。
結
局
、
篤
子
内
親
王
は
父
上

皇
の
崩
御
に
伴
い
同
年
五
月
七
日
、
在
任
期
間
僅
か
二
ヶ
月
程
で
退

下
す
る
こ
と
に
な
る
。
歴
代
最
短
の
退
下
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
承

保
元
（
一
〇
七
四
）
年
一
二
月
八
日
、
故
敦
明
親
王
の
娘
斉
子
女
王

が
後
任
斎
院
に
選
出
さ
れ
た
。
敦
明
親
王
の
王
子
女
は
三
条
天
皇
の

養
子
と
し
て
親
王
宣
旨
を
受
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
斉
子
女
王
は
母

の
出
自
が
低
く
正
式
な
妃
で
も
な
い
た
め）
（1
（

、
他
の
兄
弟
姉
妹
の
よ
う

に
親
王
宣
旨
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
白
河
天
皇
の
同
母
姉
聡
子
内

親
王
は
す
で
に
出
家
し
、
白
河
天
皇
の
皇
女
も
ま
だ
誕
生
し
て
い
な

い
。
つ
ま
り
承
保
元
年
の
卜
定
に
お
い
て
は
、
斎
院
に
な
り
得
る
内

親
王
が
一
人
も
存
在
し
な
い
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
何
故
、
血
統
的
に
は
三
条
天
皇
の
曾
孫
に
過
ぎ
な
い
淳

子
女
王
が
斎
宮
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
斎
王
候
補
者
の
選
考

は
公
卿
会
議
を
経
て
卜
定
前
に
内
定
し
て
い
た）
11
（

。
前
述
の
と
お
り
白
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河
天
皇
は
オ
バ
か
従
姉
妹
以
下
の
血
縁
者
か
ら
斎
宮
を
選
ぶ
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
白
河
天
皇
に
は
即
位
当
時
に
斎
宮
に
な

れ
る
オ
バ
や
従
姉
妹
が
存
在
せ
ず）
1（
（

、
必
然
的
に
遠
縁
の
皇
族
女
子
か

ら
選
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
再
従
姉
妹
の
淳
子
女
王
が
候
補
に

挙
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。淳
子
女
王
の
父
敦
賢
親
王
は
敦
明
親
王（
小

一
条
院
）
の
王
子
で
あ
る
の
で
、
本
来
は
二
世
王
で
あ
っ
た
が
、
他

の
兄
弟
姉
妹
と
同
様
に
祖
父
三
条
天
皇
の
猶
子
と
な
り
、
親
王
宣
旨

を
受
け
た
の
で
、「
親
王
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た）
11
（

。
こ
れ
は
父
で

あ
る
敦
明
親
王
に
小
一
条
院
太
政
天
皇
の
尊
号
が
贈
ら
れ
、
上
皇
に

准
じ
た
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
所
以
す
る
。
皇
太
子
で
あ
っ
た

敦
明
親
王
は
、
外
孫
敦
良
親
王
（
後
朱
雀
天
皇
）
の
即
位
を
望
む
藤

原
道
長
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
皇
太
子
辞
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ

の
こ
と
に
対
す
る
道
長
の
配
慮
に
よ
っ
て
敦
明
親
王
に
異
例
の
太
政

天
皇
の
尊
号
が
贈
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
敦
明
親
王
も
「
親

王
」
と
し
て
厚
遇
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
敦
賢
親
王
は
従
兄

弟
の
後
三
条
天
皇
と
そ
の
子
の
白
河
天
皇
の
即
位
式
で
左
侍
従
を
務

め
、
王
女
の
居
子
女
王
も
堀
河
天
皇
の
即
位
式
で
左
褰
帳
の
役
を
務

め
る
な
ど）
11
（

、
実
際
に
朝
廷
内
で
重
視
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
さ
ら
に

敦
賢
親
王
は
後
三
条
天
皇
の
女
御
で
皇
太
弟
実
仁
親
王
の
生
母
源
基

子
の
叔
父
で
も
あ
っ
た
。
他
に
相
応
し
い
皇
親
女
子
が
い
な
い
こ
と

に
加
え
、
朝
廷
内
に
お
け
る
敦
賢
親
王
の
立
場
が
考
慮
さ
れ
、
淳
子

女
王
が
斎
宮
に
選
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２
　
法
親
王
の
登
場
　

　
承
保
四
（
一
〇
七
七
）
年
八
月
一
七
日
、
敦
賢
親
王
の
薨
去）
11
（

に
伴

い
淳
子
女
王
が
斎
宮
を
退
下
し
た
。
淳
子
女
王
を
最
後
に
、
女
王
斎

宮
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
承
暦
二
（
一
〇
七
八
）
年
八
月
二
日
、

白
河
天
皇
第
一
皇
女
媞
子
内
親
王
の
斎
宮
卜
定
以
降
、
斎
宮
・
斎
院

に
は
内
親
王
、
特
に
治
天
の
君
の
娘
の
選
出
が
多
く
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
人
選
変
化
の
要
因
の
一
つ
に
、
白
河
天
皇
の
治
世
下
で

皇
親
の
構
成
員
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　『
帝
王
編
年
記
』
に
よ
る
と
、
白
河
天
皇
の
皇
子
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
男
子
は
八
人
い
る
。
第
一
皇
子
敦
文
親
王
は
中
宮
藤
原
賢
子
所

生
の
御
子
で
、
白
河
天
皇
の
嫡
子
と
し
て
期
待
さ
れ
て
お
り
、
父
帝

か
ら
も
大
変
可
愛
が
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
承
保
四（
一
〇
七
七
）

年
九
月
六
日
、
当
時
大
流
行
し
て
い
た
痘
瘡
に
よ
り
敦
文
親
王
は
僅

か
四
歳
で
夭
折
し
て
し
ま
う
。

　
第
二
皇
子
覚
行
法
親
王
は
典
侍
藤
原
経
子
所
生
の
御
子
で
あ
る
。

承
暦
三
（
一
〇
七
九
）
年
七
月
九
日
に
中
宮
賢
子
が
第
三
皇
子
善
仁

親
王
（
堀
河
天
皇
）
を
生
む
と
、覚
行
法
親
王
は
永
保
三
（
一
〇
八
三
）

年
一
〇
月
二
八
日
に
九
歳
で
仁
和
寺
御
室
性
信
入
道
親
王）
11
（

の
も
と
に

入
室
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
白
河
天
皇
が
覚
行
法
親
王
を
幼
く
し
て
出

家
さ
せ
理
由
と
し
て
、
真
言
密
教
法
脈
と
性
信
入
道
新
王
が
築
い
て

き
た
宗
教
的
権
威
の
両
方
を
覚
行
法
親
王
に
相
承
さ
せ
よ
う
と
し
た

こ
と
。
皇
位
継
承
者
を
善
仁
親
王
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
指
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摘
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
こ
の
覚
行
法
親
王
は
父
帝
か
ら
深
く
鍾
愛
さ
れ
て

お
り
、
事
あ
る
ご
と
に
褒
賞
を
与
え
ら
れ
、
承
徳
三
（
一
〇
九
九
）

年
一
月
三
日
に
は
出
家
し
た
皇
子
と
し
て
は
初
の
親
王
宣
旨
が
下
さ

れ
た
。
な
お
出
家
後
の
皇
子
へ
の
親
王
宣
下
は
前
例
の
な
い
こ
と
で

あ
り
、
関
白
藤
原
師
通
の
反
対
を
退
け
て
、
院
の
専
制
的
な
意
見
に

も
と
づ
き
行
わ
れ
た）
11
（

。

　
そ
の
後
、
応
徳
二
（
一
〇
八
五
）
年
一
一
月
八
日
に
皇
太
弟
実
仁

親
王
が
痘
瘡
に
罹
病
し
て
一
五
歳
で
夭
折
す
る
と
、
白
河
天
皇
は
翌

年
一
一
月
二
六
日
に
善
仁
親
王
を
立
太
子
し
て
即
日
譲
位
を
行
っ

た
。
後
三
条
上
皇
は
傍
流
と
は
い
え
藤
原
北
家
の
血
を
引
く
第
一
皇

子
の
白
河
天
皇
よ
り
、
女
御
源
基
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
藤
原
氏
と

の
外
戚
関
係
を
持
た
な
い
皇
子
に
皇
位
継
承
候
補
と
し
て
期
待
を
か

け
て
い
た
。
そ
の
た
め
実
仁
親
王
即
位
の
後
に
は
、
輔
仁
親
王
を
皇

太
弟
と
す
る
よ
う
に
遺
詔
し
た
と
さ
れ
る
。
い
わ
ば
堀
河
天
皇
の
即

位
は
父
の
遺
言
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
寛
治
五（
一
〇
九
二
）

年
一
二
月
二
九
日
、
中
宮
賢
子
同
母
妹
源
師
子
が
第
四
皇
子
覚
法
法

親
王
を
生
む
。
覚
法
法
親
王
は
堀
河
天
皇
に
皇
子
が
な
か
な
か
誕
生

し
な
い
た
め
、
一
四
歳
ま
で
出
家
せ
ず
に
い
た
。
と
こ
ろ
が
康
和
五

（
一
一
〇
三
）
年
正
月
一
六
日
に
宗
仁
親
王
（
鳥
羽
天
皇
）
が
誕
生
し
、

同
年
八
月
五
日
に
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
る
と
、
同
月
二
四
日
に
な
っ

て
覚
法
法
親
王
は
出
家
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
に
生
ま
れ
た
四
人
の

皇
子
た
ち）
11
（

も
、
次
々
と
出
家
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
白
河

天
皇
の
皇
子
の
う
ち
、
中
宮
賢
子
所
生
の
皇
子
以
外
の
六
人
全
員
が

元
服
前
に
出
家
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
白
河
法
皇
は
堀
河
天
皇
の
皇
子
に
つ
い
て
も
、
第
一
皇
子
宗
仁
親

王
（
鳥
羽
天
皇
）
の
み
残
し
て
、
他
の
二
人
の
異
母
弟）
11
（

は
い
ず
れ
も

幼
児
の
う
ち
に
出
家
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
白
河
法
皇
は
皇

位
継
承
を
一
人
に
限
定
す
る
と
い
う
独
特
な
政
策
を
取
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
白
河
法
皇
が
も
と
も
と
傍
系
の
存
在
に
過
ぎ

ず
、
直
系
と
し
て
実
仁
親
王
が
皇
太
子
の
地
位
に
就
き
、
そ
の
死
後

は
同
母
弟
輔
仁
親
王
が
有
力
な
後
継
者
候
補
と
し
て
存
在
し
て
い
た

た
め
、
独
力
で
白
河
自
身
の
直
系
と
し
て
の
権
威
を
つ
く
る
必
要
が

あ
っ
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
白
河
法
皇
は
自
己
の
王
権
を

正
当
化
す
る
た
め
、
顕
密
仏
教
界
の
頂
点
に
自
身
の
親
王
宣
下
を
受

け
た
皇
子
を
位
置
づ
け
、
法
親
王
を
介
し
て
仏
教
界
全
体
を
統
制
し

よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
1（
（

。
白
河
院
政
期
以
降
、
皇
位
継
承

者
以
外
の
未
婚
の
皇
子
の
出
家
は
慣
例
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
親

王
に
娘
が
誕
生
し
な
く
な
り
、
斎
宮
・
斎
院
に
卜
定
さ
れ
る
の
は
上

皇
や
天
皇
の
皇
女
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

３
　
女
王
斎
王
の
条
件

　
そ
れ
で
は
親
王
の
娘
が
誕
生
し
な
く
な
る
と
、
何
故
女
王
斎
王
が

姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
養
老
令
』
継
嗣
令
皇
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院
政
期
に
於
け
る
斎
王
選
考
の
問
題
（
長
塩
）

　
兄
弟
子
条
に
よ
れ
ば
、「
凡
皇
兄
弟
皇
子
。
皆
以
親
王
。
女
帝
子
亦

同
。
以
外
並
為
二

諸
王
一
。
自
二

親
王
一

五
世
。
雖
レ

得
二

王
名
一
。
不
レ

在
二

皇
親
之
限
一
。」
と
あ
る
。
四
世
王
ま
で
が
皇
親
で
あ
り
、
五
世

王
は
王
名
を
称
し
て
も
皇
親
と
は
認
め
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
後
、
徐
々
に
皇
親
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
結

局
、
延
暦
一
七
（
七
九
八
）
年
閏
五
月
二
三
日
の
勅
に
よ
り
、
四
世

王
ま
で
を
皇
親
と
す
る
継
嗣
令
の
規
定
に
戻
さ
れ
て
い
る
。
斎
宮
は

『
延
喜
式
』
巻
第
五
、
神
祇
五
、「
斎
宮
式
」
定
斎
王
条
に
、

凡
天
皇
卽
レ

位
者
。
定
二

伊
勢
太
神
宮
齋
王
一
。
仍
簡
二

内
親
王

未
レ
嫁
者
一
卜
之
。
若
無
二

内
親
王
一

者
。
依
二

世

次
一
。
簡
二
‐
定
女
王
一
卜
之
。　

と
あ
る
。
ま
た
斎
院
も
同
じ
く
『
延
喜
式
』
巻
第
六
、
神
祇
六
、「
斎

院
司
」
定
斎
王
条
に
、

凡
天
皇
卽
レ

位
。
定
二

賀
茂
大
神
宮
齋
王
一
。
仍
簡
二

内
親
王
未
レ

嫁
者
一
卜
之
。
若
無
二
内
親
王
一
者
。
依
二
世

次
一
。
簡
二
諸
女
王
一
卜
之
。
　

と
、
共
に
未
婚
の
内
親
王
（
適
任
者
不
在
の
場
合
は
女
王
）
の
中
か

ら
卜
定
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
斎
宮
・
斎
院
候
補
に
な

る
得
る
内
親
王
が
不
在
の
場
合
、
皇
親
範
囲
内
の
女
王
か
ら
選
出
す

る
の
だ
が
、
そ
の
女
王
に
も
条
件
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
嘉
応
三

（
一
一
七
一
）
年
八
月
一
七
日
、
頌
子
内
親
王
が
疾
病
の
た
め
急
遽

斎
院
を
退
く
こ
と
に
な
り
、
後
任
斎
院
の
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。

『
玉
葉
』
同
年
九
月
一
〇
日
条
に
、
斎
院
不
在
問
題
の
合
議
の
詳
細

が
残
さ
れ
て
い
る
。少
し
長
い
引
用
と
な
る
の
で
、幾
つ
か
に
区
切
っ

て
検
証
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

藏
人
右
衛
門
權
佐
光
雅
爲
二

法
皇
御
使
一

來
。
則
余
着
二

冠
直
衣

一

相
逢
。
光
雅
仰
云
。
齋
院
兩
度
卜
定
已
不
レ

叶
二

神
慮
一
。
尤

有
二
其
恐
一
事
也
。而
當
時
其
人
不
二
御
座
一
。何
様
可
レ
被
レ
行
哉
。

可
レ
令
二
計
申
一
者
。
余
申
云
、
已
是
朝
家
大
事
也
。
以
二
短
慮
一
。

輙
不
レ
能
二
定
申
一
之
上
。
如
二
仰
詞
一
者
。
子
細
不
二
分
明
一
。
於

二
其
人
一
不
二
御
座
一
之
條
者
。
何
様
可
レ
令
レ
申
哉
、
奉
二
沙
汰
之

趣
一
之
後
、
可
二
計
申
一
事
歟
。

　
蔵
人
藤
原
光
雅
が
後
白
河
法
皇
の
使
者
と
し
て
右
大
臣
九
条
兼
実

の
所
に
参
り
、
後
任
斎
院
に
つ
い
て
の
相
談
が
行
わ
れ
た
。
光
雅
は

「
二
度
の
斎
院
卜
定
は
神
慮
に
叶
わ
な
い
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
後
任
の
斎
院
と
な
る
人
も
い
な
い
。
ど
う
す
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。」
と
い
う
後
白
河
法
皇
の
言
葉
を
兼
実
に
伝
え
て
い
る
。
そ

こ
で
「
兼
実
は
斎
院
の
候
補
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
な
の
か
。
沙
汰
の
趣
を
受
け
た
後
に
考
え
を
申
す
べ
き
で
は

な
い
か
。」
と
返
答
し
て
い
る
。

光
雅
云
。
此
事
被
二

仰
下
一

之
時
。
人
々
定
被
レ

申
二

此
旨
一

歟
。

聊
在
二
子
細
一
。
可
二
答
申
一
之
由
。
再
三
雖
レ
申
二
事
由
一
。
只
先

可
レ

申
二

此
趣
一

之
由
有
二

御
定
一
。
仍
所
二

參
啓
一

也
。
但
内
々

舊
齋
院
可
二

卜
定
一

哉
否
之
由
。
被
レ

問
二

先
例
一
。
仍
其
勘
例
各

可
レ

令
二

見
申
一

歟
之
由
雖
二

令
一
レ

申
、
又
以
二

不
レ

可
レ

然
由
一

有

レ

仰
。
仍
力
不
レ

及
候
。
余
云
。
一
切
至
二

于
其
人
一

不
レ

御
者
、
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史
苑
（
第
七
五
巻
第
一
号
）

爭
默
止
哉
。
然
者
以
二

舊
齋
院
一

被
二

卜
定
一

之
條
。
雖
二

可
レ

然

事
一
。無
二
先
例
一
之
上
。其
運
已
盡
了
人
也
。今
及
二
沙
汰
一
之
條
。

非
レ

無
二

神
慮
之
恐
一

歟
。
答
之
詞
也
。
專
非
レ

可
レ

被
二

奏
聞
一
。

尚
有
二

恐
事
一

歟
。
光
雅
申
云
。
可
レ

存
二

此
旨
一
。
密
事
此
事
仰

詞
之
次
第
。
頗
以
不
審
也
云
々
。

　
す
る
と
光
雅
は「
斎
院
候
補
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
動
か
な
い
。

そ
の
報
告
を
す
る
た
め
に
兼
実
の
所
に
参
上
し
た
。
た
だ
し
内
々
に

旧
斎
院
を
も
う
一
度
卜
定
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う

な
先
例
は
あ
る
の
か
。
旧
斎
院
の
卜
定
は
先
例
が
な
く
、
し
か
も
旧

斎
院
は
既
に
斎
院
の
運
が
尽
き
た
人
で
あ
る
の
で
神
慮
に
叶
わ
な

い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
光
雅
は
こ
の
よ
う
な
案
を
平
気
で

提
案
す
る
後
白
河
法
皇
の
対
応
に
、
不
信
感
を
募
ら
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。余

内
心
案
レ

之
。
院
御
子
被
レ

加
二

元
服
一

之
宮
御
坐
。
其
御
子

息
女
宮
兩
人
被
レ

坐
云
々
。
何
其
人
々
不
レ

被
二

卜
定
一

哉
。
或

人
云
。
非
二

親
王
一

之
人
子
息
。
無
下

爲
二

齋
宮
齋
院
一

之
例
上
。

若
父
宮
被
レ

下
二

親
王
之
宣
旨
一

者
。
其
又
不
レ

可
レ

然
云
々
。
此

條
尤
神
慮
難
レ

測
事
也
。
乍
レ

置
二

可
レ

然
之
人
一
。
被
レ

行
下

無
二

先
例
一
事
上
之
條
。
非
二
愚
意
之
所
一
レ
及
。
人
々
皆
雖
レ
存
二
此
旨

一
。
一

切
無
二

其
人
一

之
由
被
二

仰
下
一

之
上
。
不
レ

能
二

申
出
一

歟
。

末
代
之
政
。
只
在
二

小
人
之
心
一

歟
。
可
レ

哀
々
々
。
又
孫
王
卜

定
有
二
先
例
一
也
。

　
兼
実
は
後
白
河
法
皇
の
御
子
で
元
服
し
た
宮
に
は
姫
宮
が
二
人
い

る
。
何
故
そ
の
姫
宮
た
ち
を
斎
院
に
選
出
し
な
い
の
か
、
疑
問
に
感

じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
非
親
王
の
子
が
斎
宮
・
斎
院
に
選
出

さ
れ
た
前
例
は
な
く
、
ま
た
父
宮
に
親
王
宣
旨
を
下
し
、
そ
の
子
を

斎
院
に
選
出
し
た
と
し
て
も
神
慮
に
叶
う
か
分
か
ら
な
い
。
結
局
、

兼
実
の
意
見
は
採
用
さ
れ
ず
、
高
倉
天
皇
に
皇
女
が
誕
生
す
る
ま
で

斎
院
不
在
の
状
態
が
数
年
間
続
く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
後
白
河
法
皇
の
御
子
と
は
、
第
三
皇
子
以
仁
王
の
こ
と
で
あ

る
。
以
仁
王
は
幼
い
時
に
最
雲
法
親
王
（
堀
河
天
皇
第
三
皇
子
）
に

弟
子
入
り
す
る
が
、
最
雲
法
親
王
が
死
去
し
た
た
め
に
還
俗
し
暲
子

内
親
王
（
八
条
院
）
の
猶
子
と
な
っ
て
い
た
。
院
政
期
に
親
王
宣
下

を
受
け
る
の
は
、
原
則
と
し
て
皇
位
継
承
の
可
能
性
が
あ
る
正
妃

（
女
御
・
中
宮
・
皇
后
）
所
生
の
皇
子
、
ま
た
は
仏
門
に
入
っ
た
皇

子
（
法
親
王
）
の
み
で
あ
っ
た
。
以
仁
王
の
母
藤
原
成
子
は
女
御
に

な
れ
ず
、
幼
少
の
頃
に
は
仏
門
に
あ
っ
た
も
の
の
一
二
歳
の
と
き
還

俗
し
た
以
仁
王
に
は
親
王
宣
下
を
行
う
根
拠
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り

以
仁
王
の
二
人
の
姫
宮
た
ち
は
父
が
親
王
宣
旨
を
受
け
て
い
な
い
た

め
、
後
白
河
法
皇
の
孫
で
あ
っ
て
も
斎
院
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
以
仁
王
の
姫
宮
の
事
例
か
ら
、
斎
宮
・
斎
院
に
選
ば
れ
る

女
王
は
、
親
王
を
父
に
持
つ
二
世
女
王
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
例
え
血
統
的
に
は
上
皇
の
孫
で
あ
ろ
う
と
、
非
親
王
の

娘
は
斎
王
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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院
政
期
に
於
け
る
斎
王
選
考
の
問
題
（
長
塩
）

二
、
斎
王
の
選
出
傾
向

１
　
鳥
羽
朝
の
斎
王
選
考
問
題

　
白
河
天
皇
の
皇
位
継
承
計
画
の
影
響
に
よ
り
、
斎
宮
・
斎
院
候
補

は
上
皇
及
び
天
皇
の
娘
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
承
暦

二
（
一
〇
七
二
）
年
八
月
二
日
、
白
河
朝
二
人
目
の
斎
宮
と
し
て
白

河
天
皇
の
第
一
皇
女
媞
子
内
親
王
が
卜
定
さ
れ
た
。
媞
子
内
親
王
は

中
宮
藤
原
賢
子
を
母
に
持
ち
、
父
帝
か
ら
大
変
鍾
愛
さ
れ
た
皇
女
で

あ
っ
た
。
卜
定
以
前
の
同
年
三
月
一
六
日
に
は
僅
か
三
歳
で
准
三
宮

の
宣
旨
を
受
け
、
年
官
年
爵
と
封
千
戸
を
賜
る
な
ど
大
変
厚
遇
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
斎
宮
に
は
天
皇
の
寵
が
薄
い
女
王
や
内

親
王
が
選
ば
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
平
安
期
以
降
、
斎

宮
卜
定
時
に
娘
が
誕
生
し
て
い
る
天
皇
は
一
部
の
例
外
を
除
き
、
ほ

と
ん
ど
が
自
分
の
皇
女
を
斎
宮
に
選
ん
で
い
る
。そ
の
中
に
は
皇
后
・

中
宮
・
女
御
な
ど
の
正
妃
所
生
の
皇
女
も
多
く
、
村
上
朝
の
楽
子
内

親
王
、
三
条
朝
の
当
子
内
親
王
、
後
朱
雀
朝
の
良
子
内
親
王
な
ど
、

父
帝
か
ら
の
鍾
愛
が
深
い
皇
女
た
ち
も
斎
宮
に
選
ば
れ
て
い
る
。
決

し
て
意
図
的
に
天
皇
の
寵
の
薄
い
女
王
や
内
親
王
を
選
出
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
媞
子
内
親
王
の
斎
宮
選
出
は
、
前
例

を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
堀
河
天
皇

の
斎
宮
に
は
第
二
皇
女
善
子
内
親
王
（
母
＝
女
御
藤
原
道
子
）、
斎

院
に
は
第
三
皇
女
令
子
内
親
王
・
第
四
皇
女
禛
子
内
親
王
（
母
＝
中

宮
藤
原
賢
子
）
が
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
正
妃
所
生

の
皇
女
た
ち
で
、
全
員
に
准
三
宮
の
宣
旨
が
下
さ
れ
る
な
ど
厚
遇
さ

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
次
代
の
鳥
羽
朝
で
は
、
前
例
の
な
い
斎
宮
・

斎
院
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
鳥
羽
天
皇
は
父
堀
河
天
皇
の
急
逝
を
受
け
て
即
位
し
た
五
歳
の
幼

帝
で
あ
る
。
天
仁
元
（
一
一
〇
八
）
年
七
月
二
五
日
に
故
堀
河
天
皇

の
諒
闇
が
明
け
る
と
、
早
速
斎
宮
卜
定
の
問
題
が
表
面
化
し
た
よ
う

で
あ
る
。『
中
右
記
』
同
年
七
月
二
七
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記

事
が
み
え
る
。

在
家
之
間
甲
斐
權
守
知
信
爲
二
殿
下
御
使
一
來
云
。
來
月
十
三
日

依
二
吉
日
一
欲
レ
上
二
最
前
表
一
之
處
。
件
日
齋
宮
卜
定
之
議
日
也
。

而
同
日
如
何
可
二
量
申
一
者
。
予
申
云
。
齋
宮
卜
定
朝
家
一
代
大

事
也
。
御
上
表
猶
可
下
令
レ
用
二
他
日
一
給
上
歟
。
就
レ
中
齋
王
未
レ

知
二

誰
人
一

之
間
。
頗
議
之
間
及
二

大
事
一

歟
。
他
事
不
レ

可
レ

候

之
由
可
レ
申
者
。

　
甲
斐
守
知
信
が
摂
政
藤
原
忠
実
の
使
者
と
し
て
権
中
納
言
藤
原
宗

忠
の
許
に
参
り
、「
来
月
一
三
日
は
吉
日
な
の
で
御
上
表
を
行
い
た

い
が
、
件
の
日
は
斎
宮
卜
定
の
議
定
の
日
で
も
あ
る
。
同
日
に
行
っ

て
も
よ
い
も
の
か
。」
と
宗
忠
に
意
見
を
求
め
た
。
そ
こ
で
宗
忠
は

「
斎
宮
卜
定
は
国
家
の
一
大
事
で
あ
る
。
御
上
表
は
他
日
を
用
い
た

ほ
う
が
良
い
。
特
に
誰
を
斎
宮
と
す
べ
き
か
未
だ
に
決
ま
っ
て
い
な

い
。
斎
宮
卜
定
の
議
定
は
非
常
に
大
事
で
あ
る
の
で
、
他
の
事
と
一
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緒
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
。」
と
回
答
し
て
い
る
。『
中
右
記
』
か
ら
、

通
常
で
あ
れ
ば
斎
宮
選
考
の
会
議
以
前
に
、
斎
宮
と
な
る
べ
き
人
の

目
星
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
鳥
羽
朝
で

は
斎
王
候
補
す
ら
見
つ
か
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
結
局
、
御
上
表

は
八
月
一
三
日
に
行
わ
れ
、斎
宮
卜
定
の
議
定
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
適
当
な
候
補
者
が
見
つ
か
ら
ず
延
期
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
後
、
既
存
の
皇
親
女
子
の
中
に
は
斎
宮
や
斎
院
に
な
る
べ

き
人
が
い
な
い
た
め
、
白
河
法
皇
の
落
胤
か
ら
候
補
者
を
決
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。『
中
右
記
』
同
年
一
〇
月
二
六
日
条
に
は
、

齋
宮
齋
院
全
無
二
其
人
一
。仍
于
レ
今
不
レ
立
レ
申
。但
無
レ
止
神
事
。

又
不
レ

可
二

默
而
止
一
。
稱
二

院
幷
堀
川
院
皇
女
一

之
輩
頗
有
二

其

數
一
。
然
而
其
母
皆
不
レ

落
。
不
レ

知
二

一
定
一
。
雖
レ

申
二

上
皇
一

不
二
慥
覺
御
一
之
由
。
被
レ
仰
也
。
去
九
日
爲
二
王
胤
一
哉
否
之
條
。

内
々
被
レ

問
二

六
壬
占
一

也
。
是
依
二

江
帥
申
説
一

所
レ

被
レ

行
也
。

而
件
人
四
人
之
中
。
道
言
家
榮
所
二
占
申
一
。
又
以
不
同
也
。
爲

二

天
下
大
事
一

如
何
。
民
部
卿
。
幷
下
官
。
頭
爲
房
。
密
々
付
二

占
形
一
量
申
。
季
實
朝
臣
孫
。
稱
二
院
御
女
一
之
人
。
皆
以
合
レ
占
。

先
被
レ

立
二

齋
宮
一
。
何
事
之
有
哉
、
已
明
後
日
可
レ

被
二

卜
定
一
。

追
又
可
二
一
定
一
者
。

　
と
あ
り
、
そ
の
時
の
経
緯
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、

白
河
法
皇
や
堀
河
天
皇
の
皇
女
を
自
称
す
る
者
は
多
い
が
、
皆
母
親

が
は
っ
き
り
せ
ず
、
父
親
で
あ
る
白
河
法
皇
の
記
憶
も
曖
昧
で
あ
っ

た
た
め
に
、
真
相
が
分
か
ら
な
い
。
大
江
匤
房
の
意
見
に
よ
り
陰
陽

寮
の
道
言
・
家
栄
ら
が
落
胤
の
真
偽
を
占
う
が
、
結
果
が
一
致
し
な

い
。
そ
こ
で
今
度
は
民
部
卿
源
俊
明
・
藤
原
宗
忠
・
蔵
人
頭
藤
原
為

房
が
密
々
に
占
い
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
す
る
と
木
工
頭
藤
原
季

実）
11
（

の
外
孫
が
白
河
法
皇
の
落
胤
で
と
い
う
結
果
が
一
致
し
た
の
で
、

こ
れ
を
白
河
法
皇
の
皇
女
と
認
知
し
、
斎
宮
に
立
て
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
た
。
二
日
後
の
同
月
二
八
日
に
斎
宮
卜
定
が
行
わ
れ
た
が
、『
中

右
記
』
同
日
条
に
は
当
日
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。

今
日
齋
宮
卜
定
也
。〔
中
略
〕
旬女
子
女
王
是
太
上
皇
御
女
也
。

而
可
レ

被
レ

爲
二

齋
王
一

也
。
其
前
可
レ

爲
二

内
親
王
一

哉
。
先
問
二

外
記
一

之
處
。
申
云
。
今
上
男
女
王
子
之
外
。
内
親
王
宣
旨
強

不
レ

見
者
。
人
々
可
二

定
申
一

者
。
藤
宰
相
申
云
。
重
猶
尋
二

先

例
一
。
可
レ

有
二

一
定
一

歟
。
左
大
辨
申
云
。
先
例
不
分
明
者
可
レ

隨
二
欶
定
一
。
治
部
卿
同
レ
之
。
下
官
申
云
。
先
例
已
不
二
慥
見
一
。

但
被
レ

下
二

内
親
王
宣
旨
一
。
何
事
之
有
哉
。
今
思
太
上
天
皇
威

儀
。
已
同
二

人
主
一
。
就
レ

中
我
上
皇
已
専
政
主
也
。
仍
存
在
旨

所
レ
申
也
。
右
大
將
。
民
部
卿
同
レ
予
。
内
々
被
レ

問
二

帥
卿
匡
房
一

之
時
。
申
旨
如
レ
此
云
々
。 

以
上
二

此
旨
一

奏
聞
。
頭
爲
房
歸
來
。
仰
云
。
以
二

旬女
子
女
王
一

可
レ

爲
二

内
親
王
一
者
。

斎
宮
卜
定
に
先
駆
け
て
ま
ず
旬女
子
女
王
に
内
親
王
宣
旨
が
下
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
今
上
の
皇
子
女
の
ほ
か
に
親
王
宣
旨
を
下
さ
れ

た
例
は
見
な
い
。し
か
し
太
上
天
皇
の
威
儀
は
今
上
と
同
じ
で
あ
り
、
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院
政
期
に
於
け
る
斎
王
選
考
の
問
題
（
長
塩
）

白
河
法
皇
は
「
専
政
主
」
で
あ
る
の
で
旬女
子
女
王
に
内
親
王
宣
旨
が

下
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
ま
ず
鳥
羽
天
皇
の
斎
宮

が
白
河
法
皇
の
落
胤
か
ら
選
考
さ
れ
、
そ
の
後
に
斎
院
卜
定
が
行

わ
れ
た
。『
中
右
記
』
同
年
一
一
月
八
日
条
に
よ
る
と
、

今
日
齋
院
卜
定
也
。〔
中
略
〕
頭
爲
房
仰
下
云
。
官
子
女
王
。

准
二

一
日
齋
宮
例
一
。
先
可
レ

爲
二

内
親
王
一

哉
否
事
。
人
々
可
二

量
申
一
。
件
女
王
上
皇
御
女
。
故
頼
綱
朝
臣

外
孫
也
。
年
來
世
不
レ
知
之
人
也
。
　
民
部
卿
以
下
一
同
申
云
。
齋

宮
卜
定
之
時
。
一
日
已
定
申
了
。
准
二

彼
例
一
。
被
レ

爲
二

内
親

王
一
可
レ
宜
歟
。
是
只
同
事
也
者
。

　
故
源
頼
綱
の
外
孫
官
子
女
王
が
斎
院
に
内
定
し
て
い
た
こ
と
が
窺

が
え
る
。
官
子
女
王
は
長
年
の
間
誰
に
も
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
斎
宮

旬女
子
内
親
王
を
先
例
と
し
て
斎
院
卜
定
の
前
に
内
親
王
宣
旨
が
下
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
斎
院
も
白
河
法
皇
の
落
胤
の
中

か
ら
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
故
堀
河
天
皇
に
は
典
待
仁
子

女
王
所
生
の
悰
子
内
親
王
が
お
り
、
出
自
の
疑
わ
し
い
落
胤
を
探
し

出
し
斎
王
に
立
て
る
必
要
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
に
悰
子
内

親
王
は
崇
徳
天
皇
の
斎
院
に
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
本
人
の
資

質
に
問
題
が
あ
っ
た
と
も
考
え
難
い
。
そ
れ
な
の
に
鳥
羽
天
皇
の
斎

宮
・
斎
院
に
は
、
白
河
法
皇
の
落
胤
が
選
ば
れ
て
い
る
。『
中
右
記
』

な
ど
の
古
記
録
で
選
考
の
経
緯
を
確
認
し
て
も
、
白
河
法
皇
が
強
引

に
自
身
の
皇
女
を
斎
王
に
立
て
る
こ
と
を
こ
だ
わ
っ
て
い
た
よ
う
に

も
思
え
な
い
。
そ
の
上
、
摂
政
藤
原
忠
実
を
筆
頭
に
他
の
貴
族
た
ち

も
み
な
、
斎
宮
・
斎
院
に
な
り
得
る
候
補
者
が
存
在
し
な
い
と
認
識

し
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
今
上
に
姉
妹
が
存
在
し
な
が
ら
、

斎
宮
や
斎
院
に
選
ば
れ
な
い
事
例
は
、
他
に
も
確
認
で
き
る
。

　
永
万
元
（
一
一
六
五
）
年
六
月
二
五
日
、
病
に
倒
れ
た
父
二
条
天

皇
の
譲
位
を
受
け
て
生
後
七
ヶ
月
で
六
条
天
皇
は
即
位
し
た
。
そ
の

後
、
同
年
七
月
二
八
日
に
二
条
上
皇
が
崩
御
し
た
た
め
、
諒
闇
明
け

の
翌
年
一
二
月
八
日
に
叔
母
の
休
子
内
親
王
を
斎
宮
に
選
出
し
た
。

一
方
、
斎
院
は
交
替
が
行
わ
れ
ず
、
式
子
内
親
王
が
務
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。
六
条
天
皇
に
は
異
母
姉
に
僐
子
内
親
王
が
い
る
が
、
結
局

こ
の
時
の
斎
宮
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
。
僐
子
内
親
王
は
高
倉
朝
で
斎

院
に
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
人
の
資
質
に
問
題
が
あ
る
と

は
考
え
難
い
。

　
こ
こ
で
双
方
の
共
通
点
を
探
る
と
、
即
位
時
及
び
即
位
直
後
に
父

帝
が
崩
御
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
卜
定
時
に
は
い
ず
れ
も

諒
闇
は
明
け
て
お
り
、
本
来
な
ら
ば
姉
妹
を
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
す

る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
現
に
前
代
の
後
冷
泉
朝
で
は
、
父
後
朱
雀

上
皇
の
諒
闇
が
明
け
る
と
、
異
母
妹
の
禖
子
内
親
王
を
斎
院
に
選
出

し
て
い
る
。
だ
が
院
政
期
に
な
る
と
、
父
帝
の
死
か
ら
一
年
で
そ
の

皇
女
を
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
す
る
事
例
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。
院
政

期
以
降
に
、
父
帝
を
失
っ
た
皇
女
を
数
年
間
、
斎
宮
・
斎
院
に
選
出

す
る
こ
と
を
忌
避
す
る
傾
向
が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
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時
代
は
少
し
下
る
が
『
玉
葉
』
安
元
二
（
一
一
七
六
）
年
九
月

一
七
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

此
事
一
旦
雖
レ

可
レ

然
。
頗
不
レ

叶
二

我
朝
之
儀
一

歟
。
造
二

服
忌

令
一

之
旨
。
不
レ

載
下

父
坐
之
時
可
レ

減
二

母
喪
一

之
旨
上
。
只
二

親
共
縮
二

三
年
一
。
定
二

一
朞
一

了
。
加
之
。
冷
泉
院
東
宮
之
時
。

母
后
安
子
崩
御
。
于
レ
時
。
父
村
上
帝
御
宇
也
。
然
而
卽
被
レ
用

二
一
年
服
一
了
。今
天
子
逢
二
国
母
之
喪
一
。謂
二
父
之
法
皇
御
坐
一
。

何
縮
二
其
喪
一
。
本
條
所
レ
見
准
遽
之
例
如
レ
斯
。
不
レ
知
二
物
議
一

之
輩
。
申
二
‐
出
如
レ
此
之
謬
事
一
。
愚
事
云
々
。

　
こ
れ
は
同
年
七
月
八
日
に
高
倉
天
皇
の
母
建
春
門
院
が
死
去
し
た

折
、
天
皇
の
服
喪
期
間
に
関
し
て
議
論
が
起
こ
っ
た
時
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
時
九
条
兼
実
は
「
服
忌
令
に
は
父
存
命
中
の
母
の
喪
に
つ

い
て
載
せ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
中
国
で
は
二
親
の
喪
は
三
年
間
と

す
る
所
を
我
朝
で
は
一
年
間
に
縮
め
て
と
し
て
い
る
。
冷
泉
院
が
東

宮
で
あ
っ
た
時
、
父
村
上
天
皇
の
存
命
中
に
母
后
藤
原
安
子
が
崩
御

し
た
が
、
一
年
間
の
喪
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
何
故

今
天
皇
が
国
母
の
喪
に
逢
っ
た
と
い
う
の
に
、
そ
の
喪
を
縮
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。」
と
応
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
院
政
期
の

貴
族
た
ち
は
中
国
で
は
父
母
の
死
に
対
す
る
服
喪
期
間
が
三
年
間
で

あ
る
が
、
日
本
で
は
そ
れ
を
短
縮
さ
せ
て
一
年
間
の
服
喪
に
し
て
い

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
、
我
が

身
に
降
り
か
か
る
神
の
祟
を
恐
れ
『
延
喜
式
』
の
穢
規
定
を
誇
大
解

釈
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
そ
し
て
従
来
以
上
の「
忌
」

が
要
請
さ
れ
、
信
仰
の
観
点
か
ら
疑
わ
し
い
穢
を
慎
む
と
い
う
個
人

レ
ベ
ル
で
の
判
断
が
導
入
さ
れ
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
斎
宮
・
斎
院
候

補
の
選
定
に
あ
た
り
、
父
母
の
死
か
ら
日
の
浅
い
内
親
王
の
選
考
を

控
え
る
父
傾
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
二
条
天
皇
の

皇
女
僐
子
内
親
王
は
、父
の
死
か
ら
三
年
後
の
嘉
応
元
（
一
一
六
九
）

年
一
〇
月
二
〇
日
に
斎
院
に
卜
定
さ
れ
て
い
る
。
斎
宮
や
斎
院
は
神

に
奉
仕
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
た
め
、
一
定
期
間
が
過
ぎ
る
ま
で

父
母
を
亡
く
し
た
皇
女
を
斎
宮
や
斎
院
に
選
出
し
な
か
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
鳥
羽
朝
で
は
堀
河
天
皇
の
皇
女
を
斎
王
に
選
出
す
る
こ
と

を
忌
避
し
て
い
た
た
め
、
現
存
の
女
子
皇
親
の
中
か
ら
斎
王
候
補
を

選
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
摂
関
期
ま
で
で
あ
れ
ば
、
二
世

女
王
（
親
王
の
娘
）
を
斎
王
に
選
出
す
れ
ば
問
題
が
解
決
で
き
た
。

し
か
し
こ
の
時
期
に
は
二
世
女
王
の
存
在
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
そ
れ

故
に
、
白
河
法
皇
の
落
胤
を
探
し
出
し
、
候
補
者
不
足
の
危
機
的
状

況
を
打
開
し
た
の
で
あ
る
。

２
　
崇
徳
朝
に
み
る
斎
王
卜
定
の
問
題
点

　
保
安
四
（
一
一
二
三
）
年
六
月
九
日
、
崇
徳
天
皇
の
斎
宮
に
守
子

内
親
王
が
選
出
さ
れ
た
。
守
子
内
親
王
は
後
三
条
天
皇
第
三
皇
子
輔

仁
親
王
の
娘
で
あ
る
の
で
、
本
来
な
ら
ば
「
女
王
」
と
呼
ば
れ
る
べ

き
存
在
で
あ
る
が
、『
中
右
記
部
類
』の
筆
者
で
あ
る
藤
原
宗
忠
は「
斎
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）

宮
群
行
記
」
の
中
で
、「
内
親
王
」
と
し
て
記
し
て
い
る）
11
（

。
そ
の
理

由
は
『
帝
王
編
年
記
』（
巻
二
〇
）
に
「
斎
王
守
子
内
親
王
輔
仁
親
王

女
。
白
河
院

御
猶
子
。
保
安
四

年
六
月
九
日
卜
定
。
」
と
あ
る
と
お
り
、
守
子
内
親
王
が
白
河
法
皇
の
猶
子

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、内
親
王
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

守
子
内
親
王
に
は
同
母
兄
に
源
有
仁
が
お
り
、永
久
三
（
一
一
一
五
）

年
に
一
三
歳
で
元
服
し
た
際
、
白
河
法
皇
の
猶
子
と
な
り
、
初
め
は

皇
嗣
と
目
さ
れ
て
い
た）
11
（

。
し
か
し
鳥
羽
天
皇
に
顕
仁
親
王
（
崇
徳
天

皇
）
が
誕
生
し
た
た
め
、
元
永
二
（
一
一
一
九
）
年
八
月
一
四
日
に

源
姓
を
賜
り
臣
籍
降
下
し
、
直
ち
に
従
三
位
権
右
中
将
に
任
ぜ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
違
例
の
昇
進
に
つ
い
て
、『
中
右
記
』
同
日
条

に
以
下
の
と
お
り
み
え
る
。

今
夕
三
（
輔
仁
親
王
）
宮
之
子
宮
有
仁
。
賜
レ
姓
爲
レ
臣
。
源
朝

臣
。

敍
位
三
位
。
任
二

右
近
衞
權
中
將
一
。
又
清
原
清
友
任
二

掃
部
小
〔
少
〕

屬
一
云
々
。
賜
姓
之
事
被
レ

仰
二

‐
下
右
中

辨
雅
兼
一
了
。
後
作
二
官
符
一
。

件
御
子
賜
レ

姓
爲
レ

臣
之
條
如
何
。
圓
融
院
御
子
末
孫
爲
二

臣

下
一

也
。
冷
泉
院
・
花
山
院
・
三
條
院
御
子
孫
之
方
。
賜
姓

之
輩
一
兩
人
雖
有
二
其
例
一
。
圓
融
院
御
後
殊
所
二
不
レ
見
一
也
。

就
中
後
三
條
院
後
胤
中
賜
レ

姓
爲
レ

臣
初
出
來
。
豈
以
可
レ

然

哉
。
往
昔
雖
有
二

其
例
一
。
近
代
未
レ

見
二

此
事
一
。
但
天
運
令

レ
然
。
又
何
爲
哉
。

土村
上
御
孫
中
務
卿
具
平
親
王
子

御
門
右
府
師
房
。
寛
仁
四
年
正
月
敍
二

從
四
位
下
一
。
二
世
王
。

其
後
賜
二
源
朝
臣
姓
一
。
十
二
月
任
二
侍
從
一
。

侍三
條
院
孫
小
一
條
院
御
子

從
宰
相
基
平
。
長
元
二
年
十
二
月
八
日
從
四

位
上
。
元
服
日
。
一
世
源
氏
。

近
代
件
二
人
外
所
二

不
レ

見
一

也
。
彼
人
々
敍
二

四
位
一
。
今
度

敍
二
三
位
一
。
依
二
父
親（
輔
仁
）王
之
哀
憐
一
歟
。

　
臣
籍
降
下
の
近
代
の
例
は
、
具
平
親
王
（
村
上
天
皇
皇
子
）
の
子

源
師
房
と
敦
明
親
王
（
三
条
天
皇
皇
子
）
の
子
源
基
平
の
二
例
し
か

存
在
し
な
い
こ
と
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
無
位
か
ら
四
位
に
叙
さ
れ
た

が
、
有
仁
の
場
合
は
い
き
な
り
三
位
に
叙
さ
れ
、
極
め
て
異
例
な
こ

と
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
。そ
し
て
今
回
の
叙
位
に
つ
い
て
、

宗
忠
は
「
父
輔
仁
親
王
の
哀
憐
に
よ
る
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
輔
仁
親
王
に
対
す
る
配
慮
か
ら
、
白
河
法
皇
は
有
仁
を
破
格
に
優

遇
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
有
仁
は
白
河
法
皇
の
意
向
に
よ
り
累
進
を
重
ね
た
が
、

同
母
妹
守
子
内
親
王
も
同
様
に
厚
遇
さ
れ
た
。
斎
宮
卜
定
の
翌
年
四

月
二
三
日
、
守
子
内
親
王
の
初
斎
院
の
禊
が
行
わ
れ
、
白
河
法
皇
と

鳥
羽
上
皇
の
両
院
は
三
条
御
所
の
門
前
に
車
を
留
め
て
見
物
を
し
て

い
る）
11
（

。
守
子
内
親
王
は
糸
毛
車
に
御
車
副
一
四
人
を
従
え
て
御
禊
に

臨
み
、
そ
の
様
子
を
多
く
の
人
々
が
見
物
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
守
子
内
親
王
は
白
河
法
皇
の
養
女
と
し
て
人
々
か
ら
注

目
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
斎
宮
儀
礼
も
非
常
に
華
や
か
な
も
の
で
あ
っ

た
。
白
河
法
皇
が
姪
の
守
子
内
親
王
を
養
女
に
迎
え
た
の
は
、
有
仁

と
同
様
に
輔
仁
親
王
に
対
す
る
配
慮
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
守

子
内
親
王
は
父
の
輔
仁
親
王
を
九
歳
の
時
に
亡
く
し
て
お
り
、
義
父

の
白
河
法
皇
が
守
子
内
親
王
を
養
育
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
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史
苑
（
第
七
五
巻
第
一
号
）

れ
故
、
白
河
法
皇
は
孫
の
鳥
羽
上
皇
と
共
に
守
子
内
親
王
の
御
禊
を

わ
ざ
わ
ざ
見
物
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
守
子
内
親
王
は
白
河
法
皇
の
養

女
と
し
て
厚
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
守
子
内
親
王
の
斎
宮

選
出
は
、
養
父
白
河
法
皇
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
一
方
、
斎
院
は
斎
宮
卜
定
か
ら
二
ヶ
月
遅
れ
の
保
安
四
年
八
月

二
八
日
に
悰
子
内
親
王
が
選
定
さ
れ
た
。
悰
子
内
親
王
は
堀
河
天
皇

の
第
一
皇
女
で
鳥
羽
上
皇
の
異
母
姉
に
あ
た
り
、
二
五
歳
と
高
齢
の

斎
院
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
崇
徳
天
皇
は
五
歳
の
幼
帝
で
あ
る
の
で

娘
は
い
る
は
ず
も
な
い
が
、
同
母
妹
に
禧
子
内
親
王
が
い
た
。
し
か

し
禧
子
内
親
王
が
こ
の
時
の
卜
定
に
於
い
て
斎
宮
・
斎
院
に
選
ば
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
禧
子
内
親
王
が
誕
生
し
た
年
の
保
安
三
年

一
〇
月
九
日
、
母
の
中
宮
藤
原
璋
子
は
阿
闍
梨
寛
信
に
十
一
面
法
を

修
さ
せ
て
、
娘
の
平
安
を
祈
念
さ
せ
て
い
る）
11
（

。
禧
子
内
親
王
は
生
ま

れ
た
時
か
ら
あ
ま
り
身
体
が
丈
夫
で
な
か
っ
た
た
め
、
斎
宮
・
斎
院

の
候
補
か
ら
漏
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
に
候
補
者
が
存
在
す
る
た

め
、
病
弱
な
禧
子
内
親
王
を
敢
え
て
選
ぶ
必
要
性
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　
但
し
結
果
と
し
て
は
、
悰
子
内
親
王
は
大
治
元
（
一
一
二
六
）
年

七
月
二
五
日
に
母
の
典
侍
源
仁
子
の
喪
に
よ
り
斎
院
を
退
い
て
い

る
。
同
二
年
四
月
六
日
に
、
同
母
妹
の
統
子
内
親
王
が
後
任
の
斎
院

に
卜
定
さ
れ
た）
11
（

。
統
子
内
親
王
は
大
治
元
年
七
月
二
三
日
に
誕
生
し

た
ば
か
り
の
鳥
羽
上
皇
の
第
二
皇
女
で
あ
る
。
最
年
少
の
斎
王
は
、

二
歳
で
斎
院
と
な
っ
た
醍
醐
朝
の
恭
子
内
親
王
で
、
一
歳
の
卜
定
例

は
皆
無
で
あ
っ
た）
11
（

。
前
斎
院
悰
子
内
親
王
の
退
下
か
ら
八
ヶ
月
後
に

斎
院
卜
定
を
行
っ
た
の
は
、
統
子
内
親
王
が
数
え
年
二
歳
に
な
る
の

を
待
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
第
一
皇
女
禧
子
内
親
王
は
こ
の
時

六
歳
で
、
満
一
歳
に
も
満
た
な
い
統
子
内
親
王
よ
り
斎
院
に
年
齢
的

に
は
相
応
し
い
が
、
身
体
が
弱
い
た
め
こ
の
時
も
斎
院
に
選
ば
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
統
子
内
親
王
も
長
承
元(

一
一
三
二)

年
六
月
二
九
日

に
疾
病
を
理
由
に
斎
院
を
退
下
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
同
年
一
一

月
二
五
日
、
遂
に
禧
子
内
親
王
が
斎
院
に
卜
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
生
来
病
弱
の
禧
子
内
親
王
が
斎
院
の
任
を
努
め
る
こ
と

は
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。『
長
秋
記
』
同
二
年
八
月
二
八
日
条
に
、

事
畢
退
出
間
。
自
二

女
院
一

有
レ

召
。
仍
着
二

布
衣
一

參
。
召
二

簾

前
一

被
レ

仰
云
。
齋
院
日
來
不
例
御
坐
。
是
年
來
宿
瘂
（
病
カ
）

也
。
其

上
自
二

去
比
一

發
病
未
二

平
癒
給
一

之
間
。
件
本
御
病
更
發
。
御

腹
ふ
く
れ
。御
両
足
手
な
ど
も
腫
て
。凡
飲
食
不
レ
通
御
坐
云
々
。

依
レ
是
内
々
令
レ
卜
處
。
陰
陽
師
廣
方
。
御
病
極
重
云
々
。
令
過

九
月
御
事
尤
可
レ
難
云
々
。

　
と
あ
り
、
禧
子
内
親
王
の
疾
病
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
源

師
時
は
待
賢
門
院
（
藤
原
璋
子
）
か
ら
の
呼
出
に
よ
り
、
女
院
の
許

に
参
上
す
る
と
、
女
院
の
娘
で
斎
院
禧
子
内
親
王
の
病
状
が
芳
し
く
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な
い
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
禧
子
内
親
王
の
状
態
は
腹
が
膨
れ
、
両

手
足
も
腫
れ
て
お
り
飲
食
も
喉
を
通
ら
な
い
重
篤
な
状
態
で
あ
っ

た
。そ
し
て
禧
子
内
親
王
の
病
状
は
そ
の
後
も
改
善
す
る
こ
と
な
く
、

同
年
九
月
二
日
に
病
の
悪
化
の
た
め
斎
院
を
退
下
し
た
の
で
あ
る）
1（
（

。

斎
院
卜
定
か
ら
わ
ず
か
八
ヶ
月
で
の
退
下
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
ヶ
月

後
の
一
〇
月
一
〇
日
、
禧
子
内
親
王
は
疾
病
に
よ
り
一
二
歳
の
短
い

生
涯
を
終
え
る）
11
（

。

　
同
年
一
二
月
二
一
日
、
禧
子
内
親
王
の
後
任
斎
院
に
怡
子
内
親
王

が
選
出
さ
れ
た
。
怡
子
内
親
王
は
輔
仁
親
王
の
第
二
王
女
で
、
斎
宮

守
子
内
親
王
の
異
母
妹
に
あ
た
る
。
怡
子
内
親
王
も
姉
同
様
に
白
河

法
皇
の
猶
子）
11
（

と
さ
れ
て
い
る
が
、白
河
法
皇
は
大
治
四
（
一
一
二
九
）

年
に
既
に
崩
御
し
て
い
る
。
異
母
姉
の
守
子
内
親
王
と
異
な
り
、
怡

子
内
親
王
は
生
没
年
す
ら
定
か
で
は
な
い
。
姉
妹
と
は
い
え
、
有
力

な
後
見
を
持
た
な
い
怡
子
内
親
王
と
、
左
大
臣
源
有
仁
の
同
母
妹
守

子
内
親
王
と
で
は
待
遇
に
明
確
な
差
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
怡
子

内
親
王
は
お
そ
ら
く
度
重
な
る
斎
院
の
交
替
に
よ
り
候
補
者
が
不
足

し
た
た
め
、
急
遽
担
ぎ
出
さ
れ
た
斎
院
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
崇
徳
朝
に
お
い
て
、
輔
仁
親
王
の
王
女
た
ち
の
存

在
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
斎
宮
・
斎
院
を
「
治
天
の
君
」
の

直
系
の
子
孫
の
中
か
ら
し
か
選
べ
な
い
状
況
は
、
候
補
者
不
在
の
事

態
を
招
き
兼
ね
な
い
、
非
常
に
不
安
定
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
院
政
期
の
斎
王
制
は
、
非
常
に
脆
弱
な
状
態
の
基
に
成
り
立
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
高
倉
朝
に
お
い
て
、
斎
宮
及
び
斎
院
不

在
問
題
が
つ
い
に
現
実
化
す
る
。

　
高
倉
天
皇
の
斎
院
は
異
母
姉
式
子
内
親
王
が
前
代
よ
り
継
続
し
て

務
め
た
。
と
こ
ろ
が
嘉
応
元
（
一
一
六
九
）
年
七
月
二
五
日
、
式
子

内
親
王
が
疾
病
に
伴
い
退
下
し
た
後
、
短
期
間
で
斎
院
が
次
々
と
交

替
す
る
事
態
に
陥
る
。
同
年
一
〇
月
二
〇
日
に
二
条
天
皇
第
一
皇
女

僐
子
内
親
王
を
後
任
斎
院
に
卜
定
、
し
か
し
病
の
た
め
僅
か
一
年
で

斎
院
を
退
下
し
、
七
日
後
に
一
三
歳
で
夭
折
し
て
し
ま
う
。
つ
い
で

承
安
元
（
一
一
七
一
）
年
六
月
二
八
日
、
鳥
羽
天
皇
第
七
皇
女
頌
子

内
親
王
を
斎
院
に
選
出
し
た
が
、
ま
た
も
や
病
に
よ
り
在
任
二
ヶ
月

で
斎
院
を
退
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
つ
い
に
候
補
者
一
人
も
存

在
し
な
い
と
い
う
異
常
な
状
況
と
な
り
、
高
倉
天
皇
に
皇
女
が
誕
生

す
る
ま
で
斎
院
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
治
承

二
（
一
一
七
八
）
年
六
月
二
七
日
、
二
歳
の
高
倉
天
皇
第
二
皇
女
範

子
内
親
王
が
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
が
、
前
任
頌
子
内
親
王
の
退
下
よ

り
七
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　

　
一
方
、
斎
宮
で
も
承
安
二
（
一
一
七
二
）
年
五
月
三
日
、
惇
子
内

親
王
が
斎
宮
寮
で
薨
去
す
る
と
、
候
補
者
が
存
在
し
な
い
状
況
に
陥

る）
11
（

。
そ
こ
で
朝
廷
は
公
卿
勅
使
を
伊
勢
神
宮
に
派
遣
し
、
宣
命
に
て

今
は
候
補
者
が
存
在
し
な
い
た
め
、
替
わ
り
の
斎
宮
を
卜
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
旨
を
奉
告
し
て
い
る
。
斎
宮
も
高
倉
天
皇
の
皇
女
の

誕
生
が
待
た
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
安
元
元
（
一
一
七
六
）
年
三
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月
三
〇
日
、
高
倉
天
皇
に
待
望
の
第
一
皇
女
功
子
内
親
王
が
誕
生
す

る
と
、
翌
治
承
元
年
一
〇
月
二
八
日
に
二
歳
の
功
子
内
親
王
を
斎
宮

に
卜
定
し
て
い
る
。
惇
子
内
親
王
の
死
か
ら
五
年
経
て
の
選
出
で

あ
っ
た
。

　
前
述
の
と
お
り
、
こ
の
時
後
白
河
法
皇
に
は
二
人
の
孫
女
王
が
い

た
。
斎
王
に
選
ば
れ
た
女
王
は
全
員
親
王
の
王
女
で
あ
る
が
、
こ
の

孫
女
王
の
父
以
仁
王
は
親
王
宣
旨
を
受
け
て
お
ら
ず
、
天
皇
の
皇
子

で
あ
り
な
が
ら
「
王
」
の
身
分
に
据
え
置
か
れ
て
い
た
。
以
仁
王
は

暲
子
内
親
王
（
八
条
院
）
の
猶
子
と
な
り
、
暲
子
内
親
王
の
手
厚
い

庇
護
の
下
で
暮
ら
し
て
い
た
。
暲
子
内
親
王
は
鳥
羽
上
皇
と
藤
原
得

子
（
美
福
門
院
）
の
皇
女
で
、
後
白
河
法
皇
の
異
母
妹
に
あ
た
る
。

暲
子
内
親
王
は
父
母
か
ら
全
国
二
百
数
十
ヶ
所
に
及
ぶ
膨
大
な
荘
園

を
伝
領
さ
れ
、
強
力
な
権
威
と
財
力
を
備
え
て
い
た
。
暲
子
内
親
王

が
以
仁
王
を
猶
子
と
し
た
の
は
、
以
仁
王
を
美
福
門
院
が
後
見
し
た

故
二
条
天
皇
の
後
の
、
鳥
羽
皇
統
を
継
ぐ
べ
き
皇
位
継
承
者
と
位
置

づ
け
て
い
た
た
め
と
さ
れ
る）
11
（

。『
平
家
物
語
』
に
よ
る
と
、
以
仁
王

は
皇
位
継
承
に
お
い
て
有
力
で
あ
っ
た
が
、
平
清
盛
の
義
妹
で
憲
仁

親
王
（
高
倉
天
皇
）
の
生
母
で
あ
る
平
滋
子
（
建
春
門
院
）
の
妨
害

に
遭
っ
て
阻
止
さ
れ
た
と
い
う
。
平
氏
は
滋
子
の
生
ん
だ
憲
仁
親
王

の
擁
立
を
目
指
し
て
お
り
、
以
仁
王
の
存
在
は
邪
魔
で
し
か
な
か
っ

た）
11
（

。
院
政
期
に
お
い
て
、
親
王
宣
旨
を
受
け
る
皇
親
男
子
は
、
皇
位

継
承
者
と
そ
の
同
母
兄
弟
、
ま
た
は
出
家
し
た
皇
子
の
み
で
あ
る
。

つ
ま
り
以
仁
王
に
親
王
宣
旨
を
下
す
こ
と
は
、
高
倉
天
皇
の
有
力
な

対
抗
馬
に
皇
位
継
承
の
正
当
性
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ

故
に
、以
仁
王
に
対
す
る
親
王
宣
下
を
拒
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、

政
治
的
思
惑
を
優
先
さ
せ
た
結
果
、
斎
院
の
不
在
を
招
い
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
承
安
元
年
の
時
点
に
お
い
て
、
長
期
間
の
不
在

が
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
斎
院
の
権
威
が
低
下
し
て
い
た
こ
と
が
窺

が
え
る
。
斎
院
は
天
皇
と
の
対
応
関
係
が
早
く
に
崩
れ
、
お
も
な
役

割
が
華
や
か
な
賀
茂
祭
に
お
け
る
斎
院
御
禊
で
あ
り
、
世
俗
化
の
傾

向
が
進
ん
で
い
た）
11
（

。
そ
の
た
め
存
在
意
義
が
喪
失
し
、
何
年
も
斎
院

を
置
か
な
い
こ
と
に
対
し
て
切
迫
感
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
白
河
天
皇
は
皇
位
継
承
者
を
一
人
に
限
定
し
、
そ
の
他
の
皇
子
た

ち
は
み
な
出
家
さ
せ
る
と
い
う
特
殊
な
皇
位
継
承
計
画
を
行
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
親
王
の
数
が
激
減
し
、
そ
の
娘
で
あ
る
二
世
女
王
が

殆
ど
存
在
し
な
い
状
況
に
な
っ
た
。
平
安
期
以
降
、
女
王
斎
王
は
前

提
条
件
と
し
て
親
王
の
娘
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
世
女
王

の
減
少
は
斎
王
候
補
の
範
囲
を
狭
め
る
結
果
を
招
く
。
摂
関
期
に
頻

発
し
た
女
王
斎
王
は
姿
を
消
し
、
代
わ
り
に
治
天
の
君
の
子
や
孫
が

多
く
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
制
度
を
安
定
的
に
維
持

す
る
た
め
に
は
、
候
補
者
の
範
囲
は
広
い
方
が
良
い
。
斎
王
が
治
天
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院
政
期
に
於
け
る
斎
王
選
考
の
問
題
（
長
塩
）

の
君
の
直
系
の
子
孫
に
限
定
さ
れ
る
と
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起

き
た
場
合
、
斎
王
候
補
が
一
人
も
存
在
し
な
い
と
い
う
事
態
を
招
き

か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
問
題
は
早
く
も
鳥
羽
朝
で
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
白
河

法
皇
の
皇
子
は
堀
河
天
皇
以
外
全
員
出
家
さ
せ
ら
れ
た
た
め
、
鳥
羽

天
皇
の
斎
宮
・
斎
院
は
白
河
法
皇
或
い
は
堀
河
天
皇
の
皇
女
に
限
定

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
時
に
は
堀
河
天
皇
の
皇
女
は
候
補
に
挙

が
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
、『
延
喜

式
』
の
穢
規
定
を
誇
大
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
父
が
死
去
し
て
間
も
な
い
皇
女
は
、
あ
る
一
定
期
間

が
過
ぎ
る
ま
で
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
鳥
羽
天
皇
の
斎
宮
と
斎
院
は
実
質

白
河
法
皇
の
皇
女
か
ら
選
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
白
河
法
皇
の

正
妃
所
生
の
皇
女
た
ち
は
全
員
す
で
に
斎
宮
・
斎
院
に
選
出
さ
れ
て

お
り
、
選
ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
こ
で
白
河
法
皇
の
落
胤
か
ら
斎

宮
と
斎
院
を
選
考
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
、
院
政
期
は
慢
性
的

に
候
補
者
不
足
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
斎
宮
・
斎
院
を
「
治

天
の
君
」
の
直
系
の
子
孫
の
中
か
ら
し
か
選
べ
な
い
状
況
は
、
斎
王

制
の
脆
弱
な
一
側
面
を
示
す
現
象
で
も
あ
っ
た
。
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註（１
）『
江
家
次
第
』
第
巻
一
二
、
神
事
、「
斎
王
群
行
」。

（
２
）
榎
村
寛
之
「
即
位
・
大
嘗
祭
と
斎
王
卜
定
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
律

令
天
皇
制
祭
祀
の
研
究
』、
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）。

（
３
）
堀
口
悟
「
斎
院
交
替
制
と
平
安
後
期
文
芸
作
品
」（『
古
代
文
化
』

第
三
一
巻
第
一
〇
号
、
一
九
七
九
年
）。

（
４
）
八
世
紀
の
女
王
斎
宮

＊
智
努（
元
明
朝
）／
＊
円
方（
元
明
朝
）／
久
勢（
元
正
朝
）／
縣（
聖

武
朝
）
／
小
宅
／
（
孝
謙
朝
）
／
浄
庭
（
光
仁
朝
）

智
努
女
王
と
円
方
女
王
は
『
一
代
要
記
』
に
の
み
斎
宮
と
し
て
み
え
、

『
続
日
本
紀
』
に
は
そ
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
５
）
八
世
紀
後
半
～
一
一
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
女
王
斎
宮
。

隆
子
（
円
融
朝
）
／
済
子
（
花
山
朝
）
／
恭
子
（
一
条
朝
）
／
嫥
子
（
後

一
条
朝
）
／
敬
子
（
後
冷
泉
朝
）
／
淳
子
（
白
河
朝
）

（
６
）
榎
村
寛
之
「
斎
女
王
の
時
代
」（『
伊
勢
斎
宮
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
、

塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
７
）
直
木
孝
次
郎
「
天
照
大
神
と
伊
勢
神
宮
の
起
源
」（『
日
本
古
代
の

氏
族
と
天
皇
』、
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
）。
莬
田
俊
彦
「
上
代
史
上

の
伊
勢
斎
王
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
七
二
巻
第
九
号
、一
九
七
一
年
）。

岡
田
精
司
「
伊
勢
神
宮
の
成
立
と
古
代
王
権
」（『
古
代
祭
祀
の
史
的

研
究
』、
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）。
小
林
茂
文
「
斎
王
の
原
像
と
制

度
―
古
代
王
権
と
女
性
（
一
）」（『
周
縁
の
古
代
史
―
王
権
と
性
・
子

ど
も
・
境
界
』
所
収
、
有
精
堂
、
一
九
九
四
年
）。
真
弓
常
忠
「
斎
王

と
采
女
」（『
古
代
祭
祀
の
構
造
と
発
達
』、臨
川
書
店
、一
九
九
七
年
）。

榎
村
寛
之
「
斎
王
制
度
の
成
立
と
展
開
」（『
伊
勢
斎
宮
の
歴
史
と
文

化
』、
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
８
）
田
中
卓
「
斎
王
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
田
中
卓
著
集
四
　

神
宮
の
創
始
と
発
展
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
）。
門
脇
禎

二
「
斎
王
女
か
ら
斎
王
制
度
へ
」（『
古
代
文
化
』
第
四
三
巻
第
四
号
、

一
九
九
一
年
）。
西
宮
秀
紀
「
伊
勢
斎
宮
成
立
（『
伊
勢
湾
と
古
代
の

東
海
　
古
代
王
権
と
交
流
』、
名
著
出
版
、
一
九
九
六
年
）。

（
９
）「
律
令
時
代
に
お
け
る
斎
宮
寮
官
―
伊
勢
国
司
と
の
関
係
を
中

心
と
し
て
―
」（『
神
道
史
研
究
』
第
一
九
巻
第
三
号
、
一
九
七
一

年
）。
大
川
勝
宏
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
斎
宮
―
方
格
地
割
形
成
に
み

る
斎
宮
の
変
革
」（『
古
代
文
化
』
第
四
九
巻
第
一
一
号
、
古
代
覺
協

會
、
一
九
九
七
年
）。
井
上
有
希
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
斎
宮
寮
の

動
向
―
移
転
か
ら
考
察
す
る
存
在
意
義
―
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
第

三
三
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
10
）
橋
本
義
彦
「
中
宮
の
意
義
と
沿
革
」（『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）。
山
田 

彩
起
子
「
天
皇
准
母
内
親
王

に
関
す
る
一
考
察
」（
思
文
閣
出
版
、二
〇
一
〇
年
）。
栗
山
圭
子
「
准

母
立
后
制
に
み
る
中
世
前
期
の
王
家
」（『
中
世
王
家
の
成
立
と
院

政
』、
二
〇
一
二
年
）。

（
11
）
野
村
育
代
「
中
世
に
お
け
る
天
皇
家
―
女
院
領
の
伝
領
と
養
子
」

（
前
近
代
女
性
史
研
究
会
編
『
家
族
と
女
性
の
歴
史
　
古
代
・
中
世
』、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）。
野
村
育
代
「
女
院
論
」（
大
隅
和
雄
・

西
口
順
子
編
『
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教
３
　
信
心
と
供
養
』、平
凡
社
、

一
九
八
九
年
）。

（
12
）
榎
村
寛
之
「
斎
王
制
と
天
皇
制
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
律
令
天
皇

制
祭
祀
の
研
究
』、
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）。

（
13
）
長
塩
智
恵
「
斎
王
卜
定
に
関
す
る
一
考
察
―
摂
関
期
を
中
心
に
」

（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
　
史
学
編
』
第

一
三
号
、
二
〇
一
四
年
）。

（
14
）
栗
山
圭
子
、
前
掲
論
文
、
註
（
10
）。
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院
政
期
に
於
け
る
斎
王
選
考
の
問
題
（
長
塩
）

（
15
）
平
安
期
以
降
の
女
王
斎
宮

●
宣
子
女
王
（
皇
孫
）
―
桓
武
天
皇
第
一
二
皇
子
仲
野
親
王
王
女
。

●
元
子
女
王
（
皇
孫
）
―
仁
明
天
皇
第
五
皇
子
本
康
親
王
王
女
。

●
徽
子
女
王
（
皇
孫
）
―
醍
醐
天
皇
第
四
皇
子
重
明
親
王
王
女
。

●
悦
子
女
王
（
皇
孫
）
―
醍
醐
天
皇
第
四
皇
子
重
明
親
王
王
女
。

●
隆
子
女
王
（
皇
孫
）
―
醍
醐
天
皇
第
一
三
皇
子
章
明
親
王
王
女
。

●
済
子
女
王
（
皇
孫
）
―
醍
醐
天
皇
第
一
三
皇
子
章
明
親
王
王
女
。

●
恭
子
女
王
（
皇
孫
）
―
村
上
天
皇
第
四
皇
子
為
平
親
王
王
女
。

●
嫥
子
女
王
（
皇
孫
）
―
村
上
天
皇
第
七
皇
子
具
平
親
王
王
女
。

●
敬
子
女
王
（
皇
孫
）
―
三
条
天
皇
第
三
王
女
敦
平
親
王
王
女
。

●
淳
子
女
王
（
皇
曾
孫
）
―
小
一
条
院
敦
明
親
王
（
三
条
天
皇
第
一

皇
子
）
王
子
敦
賢
親
王
王
女
。

（
16
）
淳
子
女
王
の
祖
父
敦
明
親
王
と
白
河
天
皇
の
祖
母
禎
子
内
親
王
は

異
母
兄
妹
。
そ
の
た
め
淳
子
女
王
は
白
河
天
皇
の
再
従
姉
妹
に
あ
た

る
。

（
17
）
榎
村
寛
之
、
前
載
論
文
、
註
（
12
）。

（
18
）『
日
本
紀
略
』
元
慶
四(

八
八
〇)

年
一
二
月
四
日
条
。

（
19
）
斉
子
女
王
の
母
は
下
野
守
源
政
隆
女
（
瑠
璃
女
御
）。
初
め
敦
明
親

王
妃
藤
原
寛
子
（
藤
原
道
長
女
、母
は
源
明
子
）
の
女
房
で
あ
っ
た
が
、

寛
子
の
死
後
に
敦
明
親
王
か
ら
寵
愛
を
受
け
る
。

（
20
）
甲
田
利
雄
「
斎
宮
覚
書
」（『
平
安
時
代
臨
時
公
事
略
解
』
所
収
、

続
群
書
類
従
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）。
榎
村
寛
之
、
前
掲
論
文
、
註

（
12
）、
富
樫
美
恵
子
「
選
定
と
斎
王
忌
避
の
思
想
」（『
寧
樂
史
苑
』

第
四
七
号
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
21
）
白
河
天
皇
の
オ
バ
に
あ
た
る
後
朱
雀
天
皇
の
皇
女
は
八
人
い
る
。

皇
后
禎
子
内
親
王
所
生
の
第
一
皇
女
良
子
内
親
王
と
第
二
皇
女
娟
子

内
親
王
は
、
長
元
九
（
一
〇
三
六
）
年
一
一
月
二
八
日
に
斎
宮
斎
院

に
卜
定
。
中
宮
藤
原
嫄
子
所
生
の
第
三
皇
女
祐
子
内
親
王
と
第
四
皇

女
禖
子
内
親
王
の
う
ち
、
禖
子
内
親
王
は
寛
徳
三
（
一
〇
四
六
）
年

三
月
二
四
日
に
斎
院
に
卜
定
、
祐
子
内
親
王
は
延
久
四
（
一
〇
七
二
）

年
一
二
月
に
出
家
。
さ
ら
に
女
御
藤
原
延
子
所
生
の
第
五
皇
女
正
子

内
親
王
は
、
天
喜
六
（
一
〇
五
八
）
年
六
月
二
七
日
に
斎
院
に
卜
定

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
伯
父
に
あ
た
る
後
冷
泉
天
皇
は
皇
子
女
を
一
人

も
残
さ
ず
崩
御
し
た
た
め
、
従
姉
妹
が
一
人
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
白
河
天
皇
は
斎
王
に
選
べ
る
オ
バ
や
従
姉
妹
は
存
在
し

な
か
っ
た
。

（
22
）『
小
右
記
』
寛
仁
三
（
一
〇
一
九
）
年
三
月
五
日
条
、

當
時
院
男
女
男
者
左
大
臣
女
腹
。
女

者
前
太
政
大
臣
女
腹
。
高
松
。 

爲
二

親
王
一

之
宣
旨
下
也
。
爲
二

故
三

条
院
王
子
一

今
被
レ

下
下

爲
二

親
王
一

之
宣
旨
上

云
々
。

故
華
山
院
御
子
二
人
爲
二

冷
泉
院
王
子
一

爲
二

親
王
一

。
依
二

彼
例

一

所
被
レ

行
云
々
。
已
不
二

相
合
一

之
例
也
。
所
以
者
何
。
冷
泉
院

御
坐
之
時
爲
二

彼
王
子
一

。
而
三
條
院
崩
已
及
二

三
箇
年
一

。
今

更
爲
二

彼
王
子
一

如
何
。
一
時
議
欤
。
就
レ

中
高
松
腹
去
年
産
給
。

以
二

崩
後
一

生
給
女
王
入
二

彼
三
条
院
王
子
一

爲
二

親
王
一

。
天
下
必

有
言
乎
。

敦
明
親
王
の
王
子
女
は
花
山
院
の
御
子
の
例
を
先
例
に
、
故
三
条
院

の
猶
子
と
な
っ
て
親
王
宣
旨
が
下
さ
れ
た
。
敦
賢
親
王
は
長
暦
三

（
一
〇
三
九
）
年
の
誕
生
で
あ
る
の
で
、
こ
の
時
に
親
王
宣
旨
に
受
け

て
い
な
い
。
し
か
し
『
十
三
代
要
略
』
に
、「
敦
賢
親
王 

小
一
条
院
男
。
母

頼
宗
公
女
。
天
喜

元
年
十
二
月
爲
二

三
條
院
親
王
一

。
天
喜
四
年
四
品
。
康
平
元
年
正
月
中
務
卿
。
同

四
年
十
二
月
式
部
卿
。
承
保
元
年
十
一
月
廿
一
日
三
品
。
四
年
八
月
十
二
日
薨
。

」
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
天
喜
元
（
一
〇
五
三
）
年
一
二
月
に
、
他
の
兄
弟
姉

妹
と
同
様
に
三
条
院
の
猶
子
と
な
り
親
王
宣
旨
が
下
さ
れ
た
こ
と
が

確
認
出
来
る
。

（
23
）『
天
祚
禮
祀
職
掌
』
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史
苑
（
第
七
五
巻
第
一
号
）

・
後
三
條
院
　
治
暦
四
年
七
月
廿
一
日
即
位
。
太
政
官
廳
。〔
中
略
〕

左
侍
従
。
式
部
卿
敦
賢
親
王
。
從
四
位
下
源
俊
輔
。
少
納
言

代
丹
後
守
正
五
位
下
藤
原
敦
基
。

・
白
河
院
　
延
久
四
年
十
二
月
廿
九
日
即
位
。
大
極
殿
。〔
中
略
〕

左
侍
従
。
四
品
式
部
卿
敦
賢
親
王
。
從
四
位
上
源
道
良
。
少

納
言
從
五
位
上
藤
原
公
經
。

・
堀
河
院
　
應
德
三
年
十
二
月
十
九
日
卽
位
。
大
極
殿
。〔
中
略
〕

褰
張
。
左
居
子
女
王
。
式
部
卿
敦

賢
親
王
女
。
右
從
五
位
上
藤
原
兼
子
。
顯
綱
女
。

（
24
）『
水
左
記
』
承
保
四
（
一
〇
七
七
）
年
八
月
一
七
日
条
。

（
25
）
三
条
天
皇
第
四
皇
子
。
母
は
皇
后
藤
原
娍
子
（
藤
原
済
時
女
）。
同

母
兄
妹
に
敦
明
親
王
（
小
一
条
院
）・
敦
儀
親
王
・
敦
平
親
王
・

当
子
内
親
王
・
禔
子
内
親
王
ら
が
い
る
。

（
26
）
横
山
和
弘
「
白
河
院
政
期
に
お
け
る
法
親
王
の
創
出
」（『
歴
史
評
論
』

第
六
五
七
号
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
27
）
横
山
和
弘
、
前
掲
論
文
、
註
（
26
）。

（
28
）
聖
恵
法
親
王
…
郁
芳
門
院
女
房
春
日
殿
（
藤
原
師
兼
女
）
所
生
、

寛
治
八
（
一
〇
九
四
）
年
誕
生
。
長
治
元
（
一
一
〇
四
）
年
九
月

二
四
日
出
家
。

行
慶
…
…
…
…
備
中
守
源
政
長
女
所
生
、
康
和
三
（
一
一
〇
一
）
年

誕
生
。

円
行
…
…
…
…
白
河
法
皇
女
房
備
前
（
陸
奥
守
源
有
宗
女
）
所
生
、

大
治
三
（
一
一
二
八
）
年
誕
生
。

静
証
…
…
…
…
源
顕
房
女
所
生
、生
没
年
不
詳
。
寛
治
四（
一
〇
九
〇
）

年
五
月
七
日
出
家
。

（
29
）
寛
暁
…
…
…
…
典
侍
藤
原
宗
子
（
近
江
守
藤
原
隆
宗
女
）
所
生
、

康
和
五
（
一
一
〇
三
）
年
誕
生
。
永
久
三
（
一
一
一
五
）
年
一
一
月

八
日
出
家
。

最
雲
法
親
王
…
伊
勢
守
藤
原
時
経
女
所
生
、
康
和
七
（
一
一
〇
五
）

年
誕
生
。
元
永
二
（
一
一
一
九
）
年
一
〇
月
二
一
日
出
家
。

（
30
）
河
内
祥
輔
「
後
三
条
・
白
河
「
院
政
」
の
一
考
察
」（『
日
本
中
世

の
朝
廷
・
幕
府
体
制
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
31
）
横
山
和
弘
、
前
掲
論
文
、
註
（
26
）。

（
32
）
東
郷
富
規
子
「
大
斎
院
管
見
」（『
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
』
四
、

一
九
六
九
年
）。
富
樫
美
惠
子
、
前
掲
論
文
、
註
（
20
）。

（
33
）
小
野
宮
流
権
中
納
言
藤
原
経
季
の
子
。
同
母
兄
に
長
治
二

（
一
一
〇
五
）
年
の
日
吉
社
の
訴
に
よ
り
周
防
国
に
配
流
と
な
っ
た
権

中
納
言
藤
原
季
仲
が
い
る
。
ま
た
従
兄
妹
に
鳥
羽
天
皇
の
外
祖
母
藤

原
睦
子
、
白
河
天
皇
の
典
侍
藤
原
経
子
（
白
河
天
皇
第
二
皇
子
覚
行

法
親
王
の
母
）、
白
河
院
の
院
近
臣
権
中
納
言
藤
原
通
俊
ら
が
い
る
。

後
に
季
実
の
私
邸
土
御
門
東
洞
院
第
（
又
は
正
親
町
東
洞
院
第
）
は

白
河
法
皇
の
院
御
所
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
季
実
は
『
中
右
記
』

永
久
二
（
一
一
一
四
）
年
三
月
一
六
日
条
に
「
季
実
任
二

齋
宮
寮
頭
一

。

是
被
レ

止
二

保
俊
一

也
。」
と
あ
り
、
藤
原
保
俊
に
替
わ
っ
て
旬女
子
内
親

王
の
斎
宮
寮
頭
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。

（
34
）
三
橋
正
『
日
本
古
代
神
祇
制
度
の
形
成
と
展
開
』（
法
藏
館
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
35
）
所
京
子
「『
中
右
記
部
類
』
斎
宮
守
子
の
群
行
発
遣
記
録
」（『
斎
王

の
歴
史
と
文
学
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
36
）
源
有
仁
は
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
「
為
　
二
白
河
養
子
」、ま
た
『
今

鏡
』（
み
こ
た
ち
の
巻
）
に
も
、「
御
年
十
三
に
な
り
給
ひ
し
時
、
初

冠
せ
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
白
河
院
の
御
子
に
し
申
せ
給
ひ
」
と
み
え
、

白
河
法
皇
の
猶
子
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
37
）『
永
昌
記
』
保
安
五
（
一
一
二
九
）
年
四
月
二
三
日
条
。

（
38
）『
続
群
書
類
従
』
第
二
八
輯
上
所
引
『
巻
数
集
』
十
一
面
御
祈
念
時



－  32  －－  32  －

院
政
期
に
於
け
る
斎
王
選
考
の
問
題
（
長
塩
）

待
賢
門
女

院
宮
御
時
。

（
39
）『
中
右
記
』
大
治
二
（
一
一
二
七
）
年
四
月
六
日
条
。

（
40
）『
玉
葉
』
治
承
二
（
一
一
七
八
）
年
三
月
一
日
条
に
は
、
二
歳
例
と

し
て
恭
子
内
親
王（
醍
醐
天
皇
第
三
皇
女
）・
恂
子〔
統
子
〕内
親
王（
鳥

羽
天
皇
第
二
皇
女
）・
功
子
内
親
王
（
高
倉
天
皇
第
一
皇
女
）
の
三
例
、

三
歳
例
と
し
て
尊
子
内
親
王
（
冷
泉
天
皇
第
一
皇
女
）・
恭
子
女
王
（
為

平
親
王
第
三
王
女
）・
馨
子
内
親
王
（
後
一
条
天
皇
第
二
皇
女
）・
媞

子
内
親
王
（
白
河
天
皇
第
一
皇
女
）
の
四
例
が
見
え
る
。
二
歳
三
歳

の
卜
定
は
先
例
を
尋
ね
る
ほ
ど
珍
し
い
事
例
で
あ
っ
た
。

（
41
）『
中
右
記
』
長
承
二
（
一
一
三
三
）
年
九
月
二
日
条
。

『
長
秋
記
』
同
日
条
。

（
42
）『
中
右
記
』
長
承
二
（
一
一
三
三
）
年
一
〇
月
一
〇
日
条
。

（
43
）『
帝
王
編
年
記
』
に
、「
齋
院
　
怡
子
内
親
王
。
輔
仁
親
王
女
。
白
河
院
御
猶

子
。
長
承
二
年
十
二
月
廿
一

日
卜

定
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
守
子
内
親
王
と
同
様
、
怡
子
内
親
王
も
白

河
法
皇
の
猶
子
と
な
り
、
内
親
王
宣
旨
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。

（
44
）『
玉
葉
』
承
安
二
（
一
一
七
九
）
年
五
月
二
八
日
条
。

（
45
）
五
味
文
彦
『
平
家
物
語
、
史
と
説
話
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
、

初
版
一
九
八
七
年
）。

（
46
）
生
駒
孝
臣
「
源
頼
政
と
以
仁
王
～
摂
津
源
氏
一
門
の
宿
命
～
」（
野

口
実
編
『
中
世
の
人
物
　
京
・
鎌
倉
の
時
代
編
　
第
二
巻
　
治
承
～

文
治
の
内
乱
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
』、
清
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）。

（
47
）
瀧
浪
貞
子
「
伊
勢
斎
王
制
の
創
始
」（
後
藤
祥
子
編
『
王
朝
文
学
と

斎
宮
・
斎
院
』、
竹
林
舎
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
京
都
女
子
大
学
大
学
院
特
別
研
修
者
）


